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　摘　　要

工期　平成24年11月27日～平成25年 2月 8日

有限会社 大成エンジニア施工業者

沖縄県土木建築部平成22年版

　発注機関

　工事場所

　工事名称

特記仕様書－１

　図面番号

　縮　　尺

　図面名称

　工事年度

項      目章 特   記   事   項 項      目章 特   記   事   項 項      目章 特   記   事   項建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書 〔 建 築 工 事 編 〕

平成　24　年度

うるま市役所　教育委員会

A-02

うるま市字大田514(具志川運動公園内)

具志川野球場建築改修工事

 建築大工
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事

　１ 外壁改修工法の種類

　 等

　(1) コンクリート打放し仕上げ外壁 （4.1.4）（4.2.2）（4.3.2）～（4.3.7）　

 改修の内容

 ひび割れ部改修

 欠損部改修

 工法  材料  備考

　(2) モルタル塗り仕上げ外壁 （4.1.4）（4.2.2）（4.4.2）～（4.4.15）　

 改修の内容

 ひび割れ部改修

 欠損部改修

 工法  材料  備考

 浮き部改修

　(3) タイル張り仕上げ外壁 （4.1.4）（4.2.2）（4.5.2）～（4.5.16）　

 改修の内容  工法  材料  備考

 ひび割れ部改修

 欠損部改修

 浮き部改修

 目地改修工法

　(4) 塗り仕上げ外壁 （4.1.4）（4.2.2）（4.6.3）（表4.2.4）（表4.2.5）　

 仕上塗材の種類  呼び名  仕上げの形状  工法  下地処理の工法

　２ その他

制定　平成23年３月30日　

一部改定　平成23年５月２日　

一部改定　平成23年12月５日　

３

防

水

改

修

工

事

　１ 改修工法の種類、種

　 別及び工程等

 (1) 防水改修工法の種類等

 工法  種別

　(2) シーリング改修工法の種類等

　　（3.1.4）

　　（表3.1.1）

　　（表3.1.2）

 工法  施工箇所

 備考 施工箇所

　２ とい

　　（3.8.2）

　　（3.8.3）

　　（表3.8.1）

　(1) といの材料等

　(2) たてどい受金物の取付けは、図示による。

 材種  規格名称  材質  備考

 備考

　３ アルミニウム製笠木 　(1) 構成部材による種類： （3.9.2）（表3.9.1）　

　(2) アルミニウム製笠木本体の材料の表面処理の種別及び複合皮膜の種類は次による。

　　　種別：【　・Ａ－１　　・Ｂ－１　】

　　　種別をＢ－１とした場合の複合皮膜の種類：【　・Ａ１　　・Ａ２　】（JIS H 8602）

　(3) 既存笠木撤去後の新規アルミニウム製笠木の下地補修の工法：押出し　　　形

　(4) 固定金具の間隔及び固定方法は、図示による。 （3.9.3）　

　４ 補償

　(2) 補償期間は、工事引渡し後10年間とする。ただし、アスファルト防水は　　　年間とする。

　５ その他

　(1) 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による補償書を監督員に提出する。

　１ 工事用水 　　構内既存の施設：【　・利用できない　　・利用できる（有償）　　・利用できる（無償）　】

　２ 工事用電力 　　構内既存の施設：【　・利用できない　　・利用できる（有償）　　・利用できる（無償）　】

　３ 環境対策について 　　受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」及

　びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、

　検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。

　４ 監督員事務所  規模(m2)

 仕上げ

 備品の種類及び数量

 床

 内壁・天井

 屋根

２

仮

設

工

事

　　（2.4.1）

　(1) 建築工事標準詳細図〔国土交通省大臣官房官庁営繕部監修〕［平成22年版］　１ 適用基準等

　(2) 敷地調査共通仕様書〔建設大臣官房官庁営繕部監修〕［平成11年版］

　(3) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿［平成21年版］

　(4) 工事写真の撮り方（建築編）（改訂第２版）

　(5) 防錆に関する工事仕様書作成要領(案)〔沖縄金属腐食対策協議会発行〕［平成３年７月］

　(6) 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再生資源活用に

　　関する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕［平成18年12月］

　２ 工事実績情報の登録 　　登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。

　３ 工事の一時中止に関 　　工事の一時中止に係る計画の作成

　　　工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を

　　　受けるものとする。

　　　　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入

　　　材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に

　　　関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

　　(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

　４ 品質計画等

　　(1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における

　　（1.1.4）

　 する事項

　　（1.1.9）

１

一

般

事

項

　　（1.2.2）

　　建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。

　　(1) 風速：V0＝　　　m/s　（平12建告第1454号第２）

　　(2) 地表面粗度区分：

（3.5.4）（3.9.3）（5.12.5）（9.3.4）　

　５ 施工図等 　(1) 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

　(2) 現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面

　　図、展開図、天井伏図（各1/50程度）及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な

　　内容を記載した総合図を作成する。なお、総合図は監督員に提出し、確認を受ける。

　６ 電気保安技術者 　　電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を

　行うこと。

　７ 施工中の安全確保及

　 び環境保全等

　(1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年７月31日建設省告示第15

　　36号　最終改正平成13年４月９日　国土交通省告示第487号）による建設機械を使用する。

　(2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機

　　施設第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

　　　一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力7.5～260kW）

　　　ア　バックホウ 

　　　イ　車輪式トラクタショベル 

　　　ウ　ブルドーザ

　　　エ　発動発電機

　　　オ　空気圧縮機 

　　　カ　油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）

　　　キ　ローラ類

　　　ク　ホイールクレーン 

　８ 発生材の処理等 　(1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。

　(2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産

　　業廃棄物の処理に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので、適正に処理すること。

　(3) 工事着手前にあらかじめ、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を監督員に提

　　出する。また、工事完成時には、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員

　　械指定要領（平成３年10月８日付け建設省経機発第249号最終改正平成14年４月１日付け国総

　　（1.2.3）

　　（1.3.3）

　　（1.3.11）

　　（1.3.8）

 発注者に引き渡すもの

 現場において再利用を図るもの

 発生材の種類

　　（1.3.7）

　　　の事実について、銀行振込の写し等を提出し確認を受けること。

　　(3) 受注者は、沖縄県CALSシステム使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払い

　　　している者に支払うこと。

　　(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの使用許諾料を、沖縄県がCALSシステム運営業務を委託

　　　と。なお、現場状況により、当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。

　　(1) 現場事務所等に、同システムが使用可能なインターネット環境及びパソコンを整えるこ

　設計金額が1,000万円未満の工事については、適用しない。

　　本工事は、沖縄県が指定する沖縄県CALSシステム（情報共有システム）を使用する。ただし、　18 情報共有システム

　　（1.8.1）

　タを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。

　　本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与されたCADデー

　 貸与

　　員に提出しなければならない。なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。

　(3) 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督

　　イ　ゆいくる材出荷量証明書

　　ア　ゆいくる材利用状況報告書

　　れるので、受注者は監督員からこれを受領して完成検査時に検査員に提示すること。

　　ーへ提出された後、同センターより監督員あてに「再生資源関係書類最終確認証」が発行さ

　　ればならない。なお、監督員に提出した書類は、監督員より財団法人沖縄県建設技術センタ

　(2) 受注者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データを監督員に提出しなけ

　　ウ　電子化に要する費用は共通費に含まれているものとする。

　　　た後に、同センター発行の確認証とともに提出する。

　　イ　納品する電子媒体は、財団法人沖縄県建設技術センターにおいて収録内容の確認を受け

　　　納品運用ガイドライン（案）」［営繕事業編］によるほか、監督員の指示による（署名捺

　　ア　工事完成時の提出図書は電子媒体(CD-R)で納品する。電子納品に関する基準は、「電子

　(1) 本工事は電子納品対象工事とする。

　(2) 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。

　　（1.6.9）

 備考 測定箇所数 測定対象室

　　イ　「学校における室内空気汚染対策について」（15ス学健第11号 平成15年７月４日）

　　　抑制に関する措置について」（国営建第１号 平成15年４月１日）

　　ア　「官庁営繕部における平成15年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の

　(1) 測定方法の基準、測定方法、測定対象室及び測定箇所数

　　（1.6.2）

　　ア　ゆいくる材の品質管理にあたっては、「改修標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質

　　　管理要領」に基づいて行うこと。

 技能検定作業 適用工事種別

　　　なければならない。

　　エ　受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告し

　　　き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。

　　ウ　受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷

　　　を受けなければならない。

　　　法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付

　　イ　受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に財団

　(2) ゆいくる材の品質質理

　　こと。

　　　また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用する

　　こと。

　　以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施する

　　ない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。なお、ゆいくる材

　(1) 本工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。ただし、ゆいくる材が

　　　印の取扱いは同ガイドライン（案）によるほか、監督員と協議すること）。　　

　(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

　　　受注者と入札執行日以前に３ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。

　　　係を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し）を提出しなければならない。

　　イ　受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関

　11 工事の保険等 　(1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から

　　工事完成期日後14日以上とする。

　　【　・火災保険　　・建設工事保険　　・組立保険　　・請負業者賠償責任保険　】

　(2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入すること。

　(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。

　　ア　掛金収納書を契約後一ヶ月以内に発注者に提出する。

　　イ　当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。

　　ウ　未加入下請事業者に対する加入を指導する。

　　ア　建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、

　12 環境への配慮

　　（1.4.1）

　　原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこと。

　　上記の確認にあたっては、メーカーが発行する「アスベストを原材料としていない旨の証明

　書」などにより行うこととする。

　13 ゆいくる材の使用等

　14 技能士

　15 化学物質の濃度測定

　16 完成時の提出図書

　17 設計図CADデータの

　　　手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現

　　　場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事完成を確認した旨、受

　　　注者に通知した日（工事検査合格通知書における日付）とする。 

　　　監督員との打合せにおいて定める。

　　イ　検査終了後の期間

　　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務

　　　　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置　、資機材の搬

　　　入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工

　　　事現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、

　　【現場施工に着手する日が確定していない場合】

　(4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい

　　くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬

　　出すること。だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。

　　受入条件の合う中から運搬費と処分費（平日受入費用）の合計が最も経済的になるものを見

　　込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行

　　わない。

　９ 交通安全管理 　(1) 土砂、資材等の運搬にあたっては、積載超過の無いようにするとともに交通安全管理を十

　　分に行うこと。

　(2) 国道５路線及び県道７路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は

　　二級検定合格警備員を配置すること。（平成18年12月１日　沖縄県公安委員会告示第163号）

　 術者 　　主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次

　　のとおりとする。

　　ア　現場施工に着手するまでの期間

　　【現場施工に着手する日が確定している場合】

　　　　請負契約の締結の日の翌日から平成　年　月　日までの期間については、主任技術者又

　　　は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

　(5) 本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前に掲げる施設のうち、

　　（1.3.9）

　10 主任技術者・監理技 　(1) 工事請負代金額が2,500万円以上（建築一式工事の場合5,000万円以上）の工事については、

　　に提出する。なお、提出に当たっては国土交通省のホームページで提供されているCREDAS

　　（クレダス）入力システムで作成したデータ形式により行うこと。

　　(8) 不発弾等発見時の処理について

　　　　本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連

　　　市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術管理課に報告すること。

　　　　また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で

　　　保存すること。

　　　　なお、これについては、下請業者へも周知すること。

　　　ればならない。

　１　工事概要

　　　ア　建築物

　３　本工事の設計時期

　　　（または、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで）

　　　契約締結日の翌日から平成　　年　　月　　日まで

　２　工　　期

　　　イ　工作物及び立木

m2 m2 

m2 m2 

m2 

m2 

 建築物の名称

 主要用途

 構造及び階数

 工事種別

 建築面積

 延べ面積

 工作物等の名称

 数量

　　(1) 標準仕様

　　　　図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事

　　　標準仕様書」（建築工事編）［平成22年版］（以下「改修標準仕様書」という。）及びそれに基づく監理指針である

　　　「建築改修工事監理指針」［平成22年版］による。ただし、改修標準仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官

　　　の請負比率（元契約額／元設計額）を関連工事の設計額に乗じるものとする。

　　　　本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、関連する工事の予定価格の算定は、本工事

　　(5) 本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて

　　　　できるものとする。

　　　エ　監督員の指示により、現場代理人等が監督員に対して行う報告又は通知等は、管理技術者等を通じて行うことが

　　　　から直接指示又は通知等があったものと同等である。

　　　ウ　監督員から現場代理人等に対する指示又は通知等は管理技術者等を通じて行うことがあるので、この際は監督員

　　　　の適否等を行う権限は有しない。

　　　　し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、管理技術者等は、指示、承諾、協議及び確認

　　　　者等が監督員に代わり現場で立会等をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類の提出に関

　　　イ　受注者又は契約書第10条に定める現場代理人及び主任技術者等（以下「現場代理人等」という。）は、管理技術

　　　　「管理技術者等」という。）が監督業務の一部を実施する。

　　(4) 工事監督業務の一部委託

　　　　速やかに文書にて監督員へ報告すること。

　　　ウ　受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は

　　　　て、監督員と協議を行うこと。

　　　イ　受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法につい

　　　　上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

　　　　するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の

　　　　　「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答

　　　ア　この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

　　(3) ワンデーレスポンスの実施

　　　　員と工程に関する協議を行うこと。

　　　ウ　暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督

　　　　警察署等に被害の届出を行うこと。

　　　イ　暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の

　　　　轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

　　　ア　暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所

　　　が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

　　　きに関する合意書（平成19年７月24日）に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと

　　　　請負人は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続

　　(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策

　　　　降の下請負人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

　　　エ　本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以

　　　　に行っておかなければならない。

　　　　規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切

　　　ウ　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業

　　　　ならない。また、本工事の完成後においても、同様とする。

　　　イ　調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象になった場合、その実施に協力しなければ

　　　　なければならない。また、本工事の完成後においても、同様とする。

　　　ア　本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を行わ

　　(1) 公共事業労務費調査に対する協力

　　　　圧力（Pa：パスカル）、エネルギー（J：ジュール）等は基本的には国際単位系（SI単位）を使用する。

　　　ウ　特記事項のうち【　　】については、適用する事項を選択して記載すること。

　　　イ　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　ア　章は、番号に○印の付いた章を適用する。

　　(2) 特記仕様

　　　エ　項目及び特記事項に記載の（ . . ）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　オ　特記事項に記載の（参－ . ）は、改修標準仕様書巻末の各部配筋参考図の当該項目を示す。

　　　房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編）［平成22年版］）による。

　４　建築工事仕様

　５　その他

　　(6) 県産資材の優先使用

　　　　本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれ

　　　を優先して使用する。なお、使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。

　　　　請負業者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に有する者。）から選定するように努めなけ

　　(7) 下請業者の県内企業優先活用

　野球施設

　ＲＣ造　２階建て

　改修工事

　　　本工事設計書は、平成２４年１０月時点での建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて作成している。

　　　カ　形状寸法の単位は、特記なき限りmmとし、質量も従来どおりkgであるが、力（N：ニュートン）、応力（N/mm2）、

　　　エ　効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

 高圧水洗浄

　　(4) 工事種目：　改修工事

 　L4X工法  　X-2  　屋内運動場屋根

 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

 複層仕上塗材  複層塗材Ｅ  凸部処理  吹付け

 ・　既設資材の処理及び処分方法：

　・既設資材の処理及び処分方法：

 ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　(2) 工事場所：　うるま市字大田514（具志川運動公園内）　　　　（地域地区等：　　　　　　　　）

　　(3) 敷地面積：　　　　　　　m2

　具志川野球場

 木工事

 金属工事  内装仕上げ施工（鋼製下地工事）

 塗装工事

 内装工事  ボード仕上げ

　　(1) 工 事 名：　具志川野球場建築改修工事

　　　ア　本工事は、発注者又は建設工事請負契約書（以下「契約書」という。）

　　　　第９条に基づく監督員（以下「監督員」という。）が行う監督業務の一部を委託し、職員以外のもの（以下

 建築塗装



　発注機関

　工事場所

　工事名称

　図面番号

　縮　　尺

　図面名称

　工事年度

項      目章 特   記   事   項 項      目章 特   記   事   項 項      目章 特   記   事   項

特記仕様書－２

項      目章 特   記   事   項

A-03

平成　24　年度

　　（6.2.2）

 備考 工法 既存床仕上材　１ 既存床の撤去等

　１ 改修工法 　　【　・かぶせ工法　　・撤去工法　】 （5.1.3）　

（5.1.4）　

（5.1.7）　　(2) 防犯建物部品の適用は、図示による。

　(1) 防火戸の指定及び機構等は、図示による。　２ 防火戸等

５

建

具

改

修

工

事

　３ 見本の製作等

　　（5.1.5）

　(1) 建具見本の製作：【　・行う　　・行わない　】

　(2) 特殊な建具の仮組：【　・実施する　　・実施しない　】

　４ アルミニウム製建具

　　（5.2.2）

　　（5.2.4）

　　（5.2.5）

　　（表5.2.2）

　(1) 建具の性能等

 種別  耐風圧性  気密性  水密性  枠見込み  施工箇所

　(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級

 ドアセット等の種類  適用箇所  等級  備考

　(3) 外部に面する建具の表面処理の種別及び複合皮膜の種類

　　　種別：Ｂ－１

　　　複合皮膜の種類：【　・Ａ１　　・Ａ２　】（JIS H 8602）

　(4) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。

　５ 鋼製建具 　　建具の性能等 （5.3.2）（表5.2.1）（表5.3.1）　

 施工箇所  気密性  水密性  耐風圧性  施工箇所

　６ 鋼製軽量建具

　（5.4.2）

　（5.4.3）

　（表5.3.1）

　(2) ビニル被覆鋼板：【　・使用する　　・使用しない　】

 種別  耐風圧性  気密性  水密性  枠見込み  施工箇所

　(1) 建具の性能等

　(3) カラー鋼板の適用：【　・使用する　　・使用しない　】

　７ ステンレス製建具 　　建具の性能等 （5.5.2）（表5.2.1）（表5.3.1）　

 施工箇所  気密性  水密性  耐風圧性  備考

　８ 建具用金物

　　（5.6.2）

　　（5.6.3）

　(1) 建具用金物の材質、形状及び寸法

 見え掛り部の材質 金物の種類 形式  備考

　　（表5.6.1）

　(2) 建具用金物の取付け位置は、図示による。

　９ 鍵

　　（5.6.4）

　(1) マスターキー：【　・製作する　　・製作しない　】

　(2) 関連工事がある場合は、受注者間で協議し１つの鍵箱にまとめて納品する。

　10 自動ドア開閉装置 　(1) 戸の開閉方法：【　・引戸　　・開き戸　　・折戸　】 （5.7.3）（表5.7.3）　

　(2) センサーの種類：

　11 シャッター

　　（5.9.2）

　　（5.10.2）

　　（5.10.4）

　(2) 耐風圧強度：

　(3) 重量シャッターの場合のシャッターケース：【　・設ける　　・設けない　】

　(1) シャッターの種類：【　・重量（　　　　　）　　・軽量　】

　(4) スラットの形状：【　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング型　】

　(1) 耐風圧性能の区分：　12 オーバーヘッドドア （5.11.2）　

　(2) 収納形式による区分：

　13 ガラス

　　（5.12.2）

　　（5.12.4）

　　（5.12.5）

　(1) ガラスの種類及び厚さ等

 ガラスの種類  厚さ等  備考

　(2) ガラス留め材

 建具の種類  材種

　(3) 熱線反射ガラスの映像調整：

　(4) ガラスブロックの材料及び工法

 金属製化粧カバー 色 補強材 壁用金属枠 厚さ 呼び寸法 表面形状

　14 その他

　　(2) 処理薬剤：社団法人日本しろあり対策協会の認定品とする。

　　(3) 処理方法：「防除施工標準仕様書」　Ⅰ　新築建築物しろあり予防処理標準仕様書　３

　　　　処理の方法　に準ずる。また、土間コンクリ－トを打設する部分には、薬剤処理後、厚

　　　さ0.15mmポリエチレンフィルム敷きを行う。

　３ 防虫処理

　　（6.5.2）

　　木材処理（防蟻・防虫）

　　(1) 施工箇所：合板、集成材等を除く全ての木材

　　(2) 処理方法：工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。ただし、現場における加工が

　　　生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて木材保存剤を塗布する。

　　(3) 性能区分：性能区分は次による。ただし、監督員の指示を受けた部材については、その

　　　指示に従うものとする。

　　　ア　造作材にラワン材等広葉樹を使用する場合は、JASの保存処理Ｋ１＋保存処理Ｋ３とす

　　　　る。

　　　イ　構造材、下地材については、JASの保存処理Ｋ３とする。

　４ 防蟻処理、防虫処理

　 の施工及び補償

　(1) 社団法人日本しろあり対策協会の認定した「しろあり防除施工士」とする。ただし、工場

　　における処理及び監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　５ 軽量鉄骨天井下地

　　（6.6.3）

　　（6.6.4）

 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔  野縁の間隔  備考

　(2) 既存の埋込みインサート：【　・使用する　　・使用しない　】

　(3) あと施工アンカーの引抜き試験：【　・行う（荷重　　Ｎ程度）　　・行わない　】

　(4) 各補強の方法は、図示による。

　６ ビニル床シート等 　(1) ビニル床シート等の材料及び工法

　　（6.8.2）

　　（6.8.3）

 種類  施工箇所  色柄  厚さ  工法 品名

　(2) 特殊機能床材の仕様：

　７ カーペット敷き  品名  種類  施工箇所  パイル形状  備考

（6.9.3）（6.9.4）（表6.9.1）（表6.9.2）　

　９ フローリング張り  品名  工法  施工箇所  備考（モザイクパーケットの樹種等）

　10 フローリングボード

　 の特殊張り

　　体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い床は、日本体育床下地工業会編

　「体育館床工事標準施工要領書」による。

　11 畳敷き 　　畳表に使用する材料は沖縄県産とする。 （6.12.2）　

　12 せっこうボード、そ

　 の他ボード及び合板張

　 り

 種類  厚さ  規格  適用箇所  備考

（6.13.2）（6.13.3）（表6.13.5）　

　13 壁紙張り 　　品質及び防火性能： （6.14.2）　

　14 モルタル塗り 　　既設目地材の適用及び形状は、図示による。 （6.15.3）　

　15 タイル張り

　　（6.16.2）

　　（6.16.3）

　　（6.16.5）

　　（表6.16.5）

　(1) 伸縮目地材の位置は、図示による。

　(2) タイルの種類

 施工箇所  寸法  うわぐすり  吸水率  役物  色  備考

　(3) タイルの試験張り：【　・行う　　・行わない　】

　(4) タイルの見本焼き：【　・行う　　・行わない　】

　(5) 壁タイル張りの工法等

 タイルの種別  大きさ  工法  張付け材料の種類、塗厚等

　16 セルフレベリング材

　 塗り

　(1) セルフレベリング材の種類：【　・せっこう系　　・セメント系　】

（6.17.2）（表6.17.1）　

　(2) セルフレベリング材の塗厚： （6.17.3）　

　17 その他

　２ 防蟻処理

　　（6.5.2）

　　土壌処理（防蟻）

　　(1) 施工箇所：「防除施工標準仕様書」（社団法人日本しろあり対策協会発行）Ⅰ　新築建

　　　築物しろあり予防処理標準仕様書　４　処理の箇所　に準ずることとし、建築物の外周処

　　　理を含む。

７

塗

装

改

修

工

事

　１ 塗装の種類及び種別  下地調整工程の種別 塗装面  塗料の種類  塗装工程の種別 適用箇所

（7.1.7）（7.2.2）～（7.15.2）　

　　イ　材齢28日圧縮強度の推定に用いる供試体は現場における「水中養生」とし、財団法人沖

８

耐

震

改

修

工

事

　１ 既存部分の撤去等 　(1) 既存構造体の撤去範囲及びはつりだした鉄筋及び鉄骨の処置は、図示による。

　(2) 既存部分の目荒らしの程度：

（8.19.2）（8.19.3）（8.20.2）（8.20.3）（8.21.2）（8.21.3）（8.23.5）（8.24.2）　

　２ 材料及び施工等 　(1) 鉄筋

　　ア　鉄筋の種類等

 種類の記号  呼び名  備考

　　イ　鉄筋の継手及び定着

（8.2.1）　

（8.3.4）（8.4.2）　

 部位

 継手位置及び割裂補強筋の仕様は図示による。

 備考 継手の種類

　　ウ　帯筋組立の形

 【　・（参－ . ）による。　　・ 図示　】

 施工箇所  配筋の方法  その他特記すべき事項

　　エ　柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、応力集中やコンクリートの充填性等に

　　　ついて十分検討し、監督員の承諾を受けて施工すること。

　　オ　特殊な鉄筋継手の場合のあきの寸法：

　　カ　圧接部の超音波探傷試験：【　・行う　　・行わない　】

　(2) 溶接金網

（8.3.5）　

（8.3.8）　

（8.2.2）　

 網目の形状  寸法  鉄線の経  備考

　(3) あと施工アンカー

　　ア　あと施工アンカーの材料 （8.2.4）（8.11.5）　

 種類

 金属系

 接着系

 引張耐力  せん断耐力  径・埋込み深さ アンカー及び接合筋  確認強度

　　イ　埋込み配管等の探査の範囲及び方法は、図示による。 （8.11.2）　

　(4) コンクリート

　　ア　コンクリートの種類等 （8.1.3）（8.10.3）（表8.1.1）（表8.1.3）（表8.10.1）　

 普通・軽量の別 類別・種類  設計基準強度(Fc)  気乾単位容積質量  適用箇所

　　　縄県建設技術センターが行う試験とする。

　　ウ　コンクリート打放し仕上げの種別等

 仕上げの種別  打増し厚さ  施工箇所  備考

　　エ　コンクリートの打込み工法：【　・流込み工法　　・圧入工法　】

　(5) 鋼材

　　ア　鋼材の種類等

 鋼材の記号の種類  適用箇所  備考

　　イ　錆止め塗料の種別：【　・Ａ種　　・Ｂ種　】

　　ウ　耐火被覆の種別及び性能 （8.17.2）　

（8.2.7）（表8.2.5）　

（8.21.5）　

（8.1.4）（8.7.9）　

 耐火被覆の種別  性能  備考（適用箇所等）

（8.2.8）（8.13.7）　

　(6) 高力ボルト

　　　高力ボルトの種類等

 備考（すべり係数試験等） ゲージ 間隔 絶縁距離 径 種類

　(7) 溶接

　　ア　技能資格者の技能付加試験：【　・行う　　・行わない　】

（8.14.4）（8.14.7）（8.14.11）　

（8.14.3）　

　　イ　開先の形状等

 スカラップの形状 開先の形状  エンドタブの有・無及び適用箇所  溶接部の試験

　(8) モルタル及びグラウト材

　　ア　モルタルの圧縮強度及びフロー値：

　　イ　コンクリートの打込み工法：【　・流込み工法　　・圧入工法　】

（8.5.10）　

（8.21.5）　

　(9) 連続繊維補強材

 材料  工法  引張り強度  ヤング係数  備考

（8.2.11）（8.21.7）　

　３ 現場打ち鉄筋コンク

　 リート壁の増設工事

　(1) コンクリートの打込み及び仕上げ

　(2) 壁の配筋及び開口部の補強は、図示による。

（8.3.7）　

 打込み工法の種類  増設工事後の仕上げ  備考

　４ 鉄骨ブレース設置工

　 事

　(1) 仮組：【　・実施する　　・実施しない　】

　(2) ブレース設置後の仕上げは、図示による。 （8.20.9）　

（8.12.9）　

　５ 柱補強工事  工法  補強後の仕上げ  その他（打込み工法、面取りの大きさ等）

（8.21.5）（8.21.6）（8.21.7）　

　６ 耐震スリット新設工

　 事

　　（8.22.2）

 スリット  耐火材  遮音材

 幅  深さ  使用箇所  仕様  使用箇所  仕様

　７ 免震改修工事 　(1) 支承材又は減衰材

 材質  諸元  防錆処置  寸法許容差  設置後の仕上げ  試験・検査等

　(2) エキスパンションジョイントの仕様及び工法は、図示による。 （8.23.15）　

（8.23.7）（8.23.10）（8.23.13）　

　８ 制震改修工事 　　減衰材 （8.24.4）（8.24.6）（8.24.8）（8.24.9）　

 材質  諸元  防錆処置  寸法許容差  設置後の仕上げ 試験・検査等

　９　その他 　　既設資材の処理及び処分方法：

９

環

境

配

慮

改

修

工

事

　１ アスベスト含有建材

　 の処理

　　（9.1.1）

　　アスベスト粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数は、次による。

 測定時期

 処理作業後

 処理作業中  空気の流れを確認

 除じん装置の性能確認

 (隔離シート除去前)  施工区画周辺又は敷地境界

 処理作業室内

 施工区画周辺又は敷地境界

 負圧・除じん装置の排出口

 セキュリティーゾーン入口

 測定場所  測定点数

 １点

 １点

 ４方向各１点

 ４方向各１点

 ２点

　２ 断熱アスファルト防

　 水改修工事

　　（9.2.3）

　　改修工法の種類及び工程

 工法  種別  適用箇所  備考

　３ 外断熱改修工事  断熱材  外装材  備考

 種類  厚さ  種類  防火性能

（9.3.2）（9.3.3）（9.3.4）　

　４ ガラス改修工事

　　（9.4.2）

 材料板ガラスの種類  材料板ガラスの厚さ  複層ガラスの厚さ  備考

　５ 屋上緑化改修工事  芝等の種類  見切り材等  かん水装置  既存保護層等の撤去

（9.6.2）（9.6.3）　

　６ 透水性アスファルト

　 舗装改修工事

 既存舗装の撤去  遮断層の厚さ  路床安定処理  備考

（9.7.2）（9.7.3）　

　１ 県産瓦葺 　(1) 瓦は沖縄県産の赤瓦とする。10
そ

の

他

改

修

工

事

６

内

装

 備考

　(2) 沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作

　　業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技

　　能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。

　　【　・１名以上配置　　・施工面積　　　m2につき、　　級技能評価試験に合格した者を

　　　１名配置　】

　(2) 元請業者と施工業者の連署による補償書を監督員に提出する。なお、保証期間は、処理後

　　５年とする。

うるま市役所　教育委員会

 　　　B種

 　　EP  　　B種

 　　B種

　(1) 屋内の軽量鉄骨天井下地

 　　　900㎜程度  300㎜程度

　８ 合成樹脂塗床 （6.10.3）　　　エポキシ樹脂系塗床の仕上げの種類：厚膜流しのべ防滑仕上げ

 　5.5  胴縁組新設

　　・既設資材の処理及び処分方法：最終処分施設にて処分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エスケー化研　同等品とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エスケー化研　同等品とする。

　　・不燃スパンドレル　マルチスパン　フクビ　同等品とする。

 屋内ｺﾝｸﾘｰﾄ  　 EP-G

 屋外ｺﾝｸﾘｰﾄ  　　　B種  観覧席蹴込

 廊下壁

うるま市字大田514（具志川運動公園内）

 選手控室､本部席､放送記録室

具志川野球場建築改修工事

 　 6 不燃スパンドレル  選手控室A･B､本部席､放送記録室､廊下

 穿孔ラワン合板  　5.5  胴縁組新設

 ラワン合板  選手控室A･B､本部席

 放送記録室

　　特殊セラミック変性樹脂系塗床の仕上げの種類：防滑仕上げ

 6.8mm 網入り型板ガラス

 網入りみがき板ガラス  6.8mm  本部席・選手控室Ｂ

 倉庫Ｃ・男子便所

　・　アルミサッシ付属金物補修　　図示による。

 　　　既設利用  300㎜程度  廊下、ホール

　　・耐薬品高強度無溶剤形エポキシ樹脂系塗床材　アーキフロアーＥＨ無溶剤（内部）

　　・特殊セラミック変性樹脂系塗床材　ＳＫセラミフロアー（外部）

　(1) 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による補償書を監督員に提出する。

　(2) 補償期間は、工事完成後　3年間とする。

　　※ ＳＯＰの補償に関して、元請業者、施工業者の二者連署による保証書を監督員に提出する。

　　・既設資材の処理及び処分方法：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エスケー化研　同等品とする。

　　・コンクリート用下塗り剤：一液水性多機能型カチオンシーラー　水性ミラクシーラーエコ

　２ 補償

　３ その他

 木部   　 SOP  　　A種  選手控室､本部席､放送記録室

　摘　　要

工期　平成24年11月27日～平成25年 2月 8日

有限会社 大成エンジニア施工業者



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考 うるま市字大田514（具志川運動公園内）
Ａ１＝1：1400

Ａ３＝1：2800 全体配置図　案内図

具志川野球場建築改修工事

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

至　平成25年 2月 8日
自　平成24年11月27日

県
道
１
０
号
線

市 道１１３号線

既設駐車場

浄化水槽

機械室

ソフトボ－ル場

既設

敷地境界線

既設テニスコート

既設駐車場

既設駐車場

総合体育館

既設具志川総合グラウンド

管理棟

既設ゲ－トボ－ル場

既設駐車場

鉄塔

既設

県営松原団地

敷地境界線

うるま警察署

公園内道路（将来計画）

鉄塔 遊び場

市道223号線

便所

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ

ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ

多目的広場

既設屋内運動場

既設具志川野球場

倉庫管理棟

休憩所

公衆便所

ポンプ室

倉庫

浄化槽機械室

公衆便所

浄化槽機械室

便所

休憩所

スコアボード

※　　　　　       　は、敷地境界線を示す。

※　　　　　       　は、既設建物を示す。

県
道
8号

線

県道10号線

至安慶名十字路

具志川教会

屋内運動場

テニス場

野球場ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場
至平良川十字路

金城歯科医院

消防署

県警機動隊

至喜屋武
うるま警察署

松原団地

多目的広場

総合体育館

総合グラウンド

至勝連・与那城

工事場所

案内図　NO SCALE

工事場所

Ｎ (道
路
幅
員
)

11
,8
28

道
路

幅
員

1 2
,
3 0

0

8,500

04

全体配置図　S=1：1,400



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考 うるま市字大田514（具志川運動公園内）
Ａ１＝1：400

Ａ３＝1：800

ｶﾗｰｸﾘｰﾄ仕上

ｶﾗｰｸﾘｰﾄ仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

H＝75　ｿﾌﾄ巾木

H＝75　ｿﾌﾄ巾木

H＝75　ｿﾌﾄ巾木

H＝75　ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

H＝75　ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

H＝75　ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

在来のまま

在来のまま

在来のまま

ｴﾎﾟｷｼ系塗り床材

ｴﾎﾟｷｼ系塗り床材

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP塗り

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP塗り

EP-G塗り

EP-G塗り

塩ビ製廻り縁

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP塗り

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

9厚軟質繊維吸音板貼り

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

既設天井にEP-G塗り

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ貼り

在来壁にEP-G塗り

在来壁にEP-G塗り

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ貼り

配置図　仕上表

5.5厚穿孔合板貼り下地OP塗り

5.5厚穿孔合板貼り下地OP塗り

5.5厚穿孔合板貼り下地OP塗り

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し在来壁にEP-G塗り　

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し在来壁にEP-G塗り　

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し在来壁にEP-G塗り　

05

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ貼り

既設壁撤去(下地胴縁も含む）

既設壁撤去(下地胴縁も含む）

既設壁撤去(下地胴縁も含む）

5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼り下地SOP塗り(新設）

5.5厚穿孔ﾗﾜﾝ合板貼り下地SOP塗り(新設）

5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼り下地SOP塗り(新設）

（階段蹴込み部分はEP塗り）

具志川野球場建築改修工事

既設天井撤去(天井下地LGSは在来のまま再使用・既設野縁に関しては、

　　　　　　　撤去し新設）

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

至　平成25年 2月 8日
自　平成24年11月27日

ｳｫｰｺｰﾄ吹付

ｳｫｰｺｰﾄ吹付

ｳｫｰｺｰﾄ吹付

天井下地LGS

天井下地LGS

天井下地LGS

既設駐車場

浄化水槽機械室

既設ソフトボール場

休憩所既設野球場

管理棟

３塁側ダッグアウト

１塁側ダッグアウト

凡例

：改修工事を示す。

：既存建築物を示す。

内部仕上表

外部仕上表

箇所 仕上

観覧席床

観覧席蹴込み部分

2階ベランダ・階段床

特殊ｾﾗﾐｯｸ変性樹脂系塗り床材（防滑仕上）

室　名 改修 床 巾木 壁 廻り縁 天　井 天井高 備　考

※外部仕上は全て、高圧水洗浄後施すものとする。

放送記録室

本部席

球場出入口

ホール・廊下

選手控室Ａ・Ｂ

前

前

前

前

前

後

後

後

後

後

2,700

2,700

2,500

2,500

2,500

2,300

2,300

2,300

2,500

2,500

特殊ｾﾗﾐｯｸ変性樹脂系塗り床材（防滑仕上）特殊ｾﾗﾐｯｸ変性樹脂系塗り床材（防滑仕上）特殊ｾﾗﾐｯｸ変性樹脂系塗り床材（防滑仕上）

特殊ｾﾗﾐｯｸ変性樹脂系塗り床材（防滑仕上）

EP塗り



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考 うるま市字大田514（具志川運動公園内）
Ａ１＝1：100

Ａ３＝1：200 1階平面図

具志川野球場建築改修工事

選手控え室Ｂ選手控え室Ａ

UPUP

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ｅ

Ａ

Ｅ

Ａ

３

２

１

３

２

１

Ｃ

Ｂ

Ｅ

Ａ

Ｅ

Ｄ

Ａ

１塁側ダッグアウト３塁側ダッグアウト

便所（女）

身障者用便所

便所（男）

足洗い場

便所（女）

身障者用便所

便所（男）

足洗い場

廊下
廊下

倉庫Ｂ

倉庫Ｃ

男子便所

女子便所身障者用便所

湯沸室
事務室

記録室

審判控え室

倉庫Ａ

女子シャワー室

女子更衣室

男子シャワー室

男子更衣室

医務室
ホール

本部席

本工事改修部分

4,
60
0

2,
40
0

7,
00
0

1,3
00

3,0
00

2,7
00

7,0
00

7,000

7,000

3,500

3,500

7,000

1,675

3,575

1,750

7,000

3,450

3,550

7,000

5,
20
0

5,2
00

5,200

5,200

5,200

5,200

5,200

3,000

2,000

4,000

9,000

3,
00
0

2,
00
0

4,
00
0

9,
00
0

3,
50
0

2,
50
0

4,
00
0

10
,0
00

2,
00
0

8,
00
0

10
,0
00

3,000

3,000

6,000

5,000

3,500

2,500

4,000

10,000

2,000

8,000 10,000

3,
00
0

3,
00
0

6,
00
0

出入口出入口

06

Ｓ＝1：1001 階 平 面 図

0.
9
0

7.00

5.201.70

6.20

5.20

6.20

5.80

5.20

2.
00

5.
00

5.
0
0

9
.
0
0

6.20

1.79

（7.00+5.20） 9.00 × 1/2×

× 1/2×

× 1/2×

× 1/2×

× 1/2×

（6.20+5.20） 5.00

（1.79+1.70） 0.90

5.00（6.20+5.20）

（6.20+5.80） 2.00

＝ 54.90

＝

＝

＝

＝

× 2

× 2

× 2

× 2

57.00

-3.14

57.00

24.00

189.76

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

1

2

3

4

3

4

ＡＡ

1

2

Ａ

3

4

2

改修部分面積符号

合計 ㎡



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考 うるま市字大田514（具志川運動公園内）
Ａ１＝1：100

Ａ３＝1：200 2階平面図　観覧席平面図

改修部分

ベランダ

07

具志川野球場建築改修工事

ベンチ撤去再取付(120箇所） (蹴込み部分はEP塗り）

(階段蹴込み部分はEP塗り）

高圧水洗浄後ｾﾗﾐｯｸ変性樹脂系塗り床材仕上(防滑）

高圧水洗浄後ｾﾗﾐｯｸ変性樹脂系塗り床材仕上(防滑）

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

Ｕ
Ｐ

Ｕ
Ｐ

DN

UP

DN

UP

観覧席
観覧席

便所（女） 便所（男）

観覧席
観覧席

２階平面図　　1：100

観覧席平面図　　1：100

DN DN

9,
00
0 9,000

5,200

5,200

5,200

5,200

5,200
5,2

00

5,
20
0

9,500

2,600

2,700

1,200

2,700

300

1,
70
0

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,0
00

7,
00
0

3,100

3,900 3,9
00

3,1
00

2,
40
0

2
,
4
0
0 2

,
4
0
0

2,400

9,
00
0 9,000

5,200

5,200

5,200

5,200

5,200
5,2

00

5,
20
0

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,0
00

7,
00
0



展開図1

2
,
5
0
0

縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考

5,200 3,000 5,800 3,000

2
,
5
0
0

3,000 3,000

Ａ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し吹付材仕上

在来のまま

Ｈ＝75ｿﾌﾄ巾木新設

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちｶﾗｰｸﾘｰﾄ仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し吹付材仕上

本部席

本部席

エポキシ系塗り床材

Ｈ＝75ｿﾌﾄ巾木新設

Ａ１＝1：50

Ａ３＝1：100

5,200 3,000 5,800 3,000

3,000 3,000

うるま市字大田514（具志川運動公園内）

2
,
3
0
0

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り

5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

2
,
3
0
0

既設吹付材にＥＰ塗り

既設壁材撤去

一部ＥＰ－Ｇ塗り

既設吹付材にＥＰ－Ｇ塗り 既設吹付材にＥＰ－Ｇ塗り

既設壁材撤去

一部ＥＰ－Ｇ塗り

既設吹付材にＥＰ－Ｇ塗り 既設吹付材にＥＰ－Ｇ塗り

既設吹付材にＥＰ－Ｇ塗り

具志川野球場建築改修工事

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

H=75ｿﾌﾄ巾木新設

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

H=75ｿﾌﾄ巾木新設

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上 既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上 既設壁ＥＰ－Ｇ仕上
既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上 既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

08

H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り

8,700

3,500 5,200

9,600

5,800 3,800

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

選手控え室Ａ・Ｂ

改修前

改修後

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

改修前

改修後

ゴムクッションﾌﾞﾛｯｸ貼り

5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り

選手控え室Ａ・Ｂ

選手控え室Ａ・Ｂ

5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り

5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り
5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り

5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り

5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り
5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り

人研ぎｶｳﾝﾀｰ

5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り

8,700

3,500 5,200

9,600

5,800 3,800

5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り

在来のまま

ﾋﾞﾆｰﾙﾄ巾木

ﾋﾞﾆｰﾙ巾木



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考

3,000 3,000

Ａ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｂ Ｃ Ｄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し吹付材仕上

Ｈ＝75ｿﾌﾄ巾木新設

2
,
5
0
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちｶﾗｰｸﾘｰﾄ仕上

エポキシ系塗り床材

Ａ１＝1：50

Ａ３＝1：100 展開図2

3,000 3,000

5.5厚穿孔ﾗﾜﾝ合板貼りＳＯＰ塗り

ホール

Ｂ Ｃ Ｄ

Ｂ Ｃ Ｄ

うるま市字大田514（具志川運動公園内）

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

2
,
3
0
0

在来のまま

ホール

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ貼り

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

塩ビ製見切り縁

9厚軟質繊維吸音板

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

既設壁材撤去

一部ＥＰ－Ｇ塗り

既設吹付材にＥＰ－Ｇ塗り 既設吹付材にＥＰ－Ｇ塗り

ＥＰ－Ｇ仕上

ＥＰ－Ｇ仕上

具志川野球場建築改修工事

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

6,000

2,000 4,000

7,000 6,000

4,000 2,000

6,000

2,000 4,000

7,000 6,000

4,000 2,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し吹付材仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

H=75ｿﾌﾄ巾木新設

既設ｶｳﾝﾀｰ

既設ｶｳﾝﾀｰ

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

天井ＬＧＳは在来のまま使用

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上 既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しＶＰ仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しＶＰ仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しＶＰ仕上

一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しVP仕上

ＥＰ－Ｇ仕上 ＥＰ－Ｇ仕上 ＥＰ－Ｇ仕上

09

H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

改修前

改修後

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

3,500 3,800

放送記録室

放送記録室

5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＯＰ塗り

人研ぎｶｳﾝﾀｰ

3,500 3,800

在来のまま

5.5厚穿孔合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＳＯＰ塗り 5.5厚穿孔合板貼りＳＯＰ塗り

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

改修後

改修前

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ﾋﾞﾆｰﾙ巾木



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考

Ａ

Ａ Ｄ

Ａ１＝1：50

Ａ３＝1：100

X2X1

X2

Ａ

Ａ Ｃ Ｄ

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ貼り

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

塩ビ製見切り縁

9厚軟質繊維吸音板

X2X1

X2

展開図3
うるま市字大田514（具志川運動公園内）

在来のまま

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り

ＥＰ－Ｇ仕上

ＥＰ－Ｇ仕上

廊下

廊下

廊下

廊下

具志川野球場建築改修工事

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上 既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

10

天井ＬＧＳは在来のまま使用

既設野縁は撤去の上、新設

5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

40,600

5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

40,600

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

2
,
7
0
0

2,000 3,800 5,800 3,800 2,000

5,800

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

5,800

40,600 2,000 2,000

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

改修前

2
,
7
0
0

2,000 3,800 5,800 3,800 2,000

5,800

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

5,800

40,600 2,000 2,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

改修後

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

改修前

改修後

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

室名

室名

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考
Ａ１＝1：50

Ａ３＝1：100

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ貼り

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

塩ビ製見切り縁

X1X2

X1

Ｃ

Ｃ

9厚軟質繊維吸音板貼り

X1X2

X1

Ｃ

展開図4
うるま市字大田514（具志川運動公園内）

既設天井材撤去後ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ貼り

バスパネル専用廻り縁

ＥＰ－Ｇ仕上

ＥＰ－Ｇ仕上

在来のまま

Ｃ

廊下

廊下

廊下

廊下

具志川野球場建築改修工事

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

2
,
7
0
0

2
,
7
0
0

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

既設壁ＥＰ－Ｇ仕上

11

天井ＬＧＳは在来のまま使用

既設野縁撤去の上、新設

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200

43,400

6,200 6,200 6,200 6,200 6,200

43,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

改修後

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

改修前

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

2
,
7
0
0

6,200

43,400

6,200

2
,
7
0
0

6,200

43,400

6,200

改修後

改修前

室名

室名

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し



ＤＢＡ

球場出入口

在来のまま

Ｃ

ＤＢＡ

球場出入口

Ｃ

縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考
Ａ１＝1：50

Ａ３＝1：100 展開図5

ｺﾞﾑｸｯｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ貼り

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地ＶＰ塗り

うるま市字大田514（具志川運動公園内）

ＥＰ－Ｇ仕上

ＥＰ－Ｇ仕上

ＥＰ－Ｇ仕上

具志川野球場建築改修工事

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

ＥＰ－Ｇ仕上

ＥＰ－Ｇ仕上
ＥＰ－Ｇ仕上

ＥＰ－Ｇ仕上

12

2,100 2,000 2,1001,790

2,100 2,000 2,1001,790

改修後

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

室名

床

巾木

壁

廻り縁

天井

備考

改修前

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放しVP仕上

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考 うるま市字大田514（具志川運動公園内）
Ａ１＝1：100

Ａ３＝1：200 改修後天井伏図
13

具志川野球場建築改修工事

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

出入口出入口

１階天井伏図　1：100

ホール
医務室

男子更衣室

男子シャワー室

女子更衣室

女子シャワー室

倉庫Ａ

審判控え室

事務室
湯沸室

身障者用便所
女子便所

男子便所

倉庫Ｃ

倉庫Ｂ

改修前

改修後

改修前

改修後

仕　　　上 備　　考区　分

天　井　仕　上　表

符　　号

１

２

放送記録室

選手控え室Ｂ選手控え室Ａ

本部席

9厚軟質繊維吸音板貼り

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し吹付材仕上

１

１

１

廊下

廊下

改修前

改修後
3

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り(天井下地新設ＬＧＳ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し吹付材仕上(廊下側打ち放しVP）

3

3 3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2 2

2

ＥＰ－Ｇ塗り（既存仕上材部分補修後）

既設天井点検口再利用

3

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ貼り(天井下地既存ＬＧＳ使用、既設野縁撤去の上新設）

9,
00
0

4,
00
0

2,
00
0

3,
00
0

5,200

5,200

5,200

5,200

5,200
5,2

00

5,
20
0

7,000

3,500

3,500

7,000

7,000

7,0
00

2,7
00

3,0
00

1,3
00

7,
00
0

2,
40
0

4,
60
0

9,000

4,000

2,000

3,000

7,000

1,750

3,575

1,675

7,000

3,550

3,450



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考 うるま市字大田514（具志川運動公園内）
Ａ１＝1：100

Ａ３＝1：200

具志川野球場建築改修工事

金属製建具 ＫＥＹＰＬＡＮ

選手控え室Ｂ選手控え室Ａ

UPUP

廊下
廊下

倉庫Ｂ

倉庫Ｃ

男子便所

女子便所
身障者用便所

湯沸室
事務室

記録室

審判控え室

倉庫Ａ

女子シャワー室

女子更衣室

男子シャワー室

男子更衣室

医務室
ホール

本部席

本工事改修部分

4,
60
0

2,
40
0

7,
00
0

1,3
00

3,0
00

2,7
00

7,0
00

7,000

7,000

3,500

3,500

7,000

1,675

3,575

1,750

7,000

3,450

3,550

7,000

5,
20
0

5,2
00

5,200

5,200

5,200

5,200

5,200

3,000

2,000

4,000

9,000

3,
00
0

2,
00
0

4,
00
0

9,
00
0

出入口出入口

Ｓ＝1：1001 階 平 面 図

14

ＡＤ
１

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ
ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

２

３

４

５

６

７

８

９

１０
１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

１
ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

２

３

４

５

６

７

８

９

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日



縮尺 図面名称

工事名称

工事場所

図面番号

備

考 うるま市字大田514（具志川運動公園内）
Ａ１＝1：100

Ａ３＝1：200

具志川野球場建築改修工事

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

金属製建具表
15

符号・数量

形　状

名　称

符号・数量

形　状

名　称

符号・数量

形　状

名　称

ＡＤ ＡＤ

アルミ片開きドア

符号・数量

形　状

名　称

１ヶ所
ＡＤ ＡＤ
１ ２

ＡＤ
３

ＡＤ
４

ＡＤ
５

１ヶ所

アルミ両開きドア アルミ片開きドア アルミ片開きドア

廊下

アルミ親子ドア

倉庫Ａ １ヶ所 女子シャワー室 １ヶ所

1,370 1,700

2
,
0
30

2,
0
5
0

760

2
,
0
30

アルミ片開きドア

女子更衣室 １ヶ所

760

2,
0
5
0

選手控室Ａ １ヶ所

760

2,
0
5
0

ＡＤ

アルミ片開きドア

１ヶ所

760

６
男子シャワー室

2
,
0
30

ＡＤ

アルミ片開きドア

１ヶ所

760

2
,
0
30

７
男子更衣室

ＡＤ
８

出入口

1,500

2,
0
0
0

アルミ両開きドア

ＡＤ

アルミ片開きドア

１ヶ所

760

2
,
0
30

９
医務室

ＡＤ

アルミ片開きドア

１ヶ所

760

2
,
0
30

１０
本部席

ＡＤ

アルミ片開きドア

１ヶ所

760

2
,
0
30

１１
記録室

ＡＤ

アルミ片開きドア

１ヶ所

760

2
,
0
30

１２
事務室 １ヶ所

ＡＤ
出入口

1,500

2,
0
0
0

アルミ両開きドア

１３ １４
選手控室Ｂ １ヶ所

アルミ片開きドア

760

2
,
0
30

ＡＤ
１ヶ所

１５
身障者用便所

アルミ片引きドア

1,000

2,
0
0
0

１６
女子便所 １ヶ所

760

2
,
0
30

ＡＤ

アルミ片開きドア

１ヶ所

760

2
,
0
30

男子便所
１７

ＡＤ

アルミ両開きドア

１ヶ所

1,700

2,
0
5
0

ＡＤ

アルミ両開きドア

１ヶ所

1,700

2,
0
5
0

１８ １９
倉庫Ｂ 倉庫Ｃ １ヶ所

ＡＤ
廊下

アルミ親子ドア

1,370

2
,
0
30

２０
ＡＤ

アルミ両開きドア

１ヶ所

1,700

2,
0
5
0

倉庫Ｃ
２１

4,910

1
,2

0
0

ＡＷ １ヶ所

アルミ引き違い窓　連窓

1
,2

0
0

3,130

ＡＷ
１

１ヶ所選手控室Ａ
２

本部席 ＡＷ １ヶ所

アルミ引き違い窓　連窓

本部席

1
,2

0
0

３

4,700

ＡＷ １ヶ所

アルミ引き違い窓　連窓

1
,2

0
0

3,130

本部席
４

4,910

1
,2

0
0

ＡＷ １ヶ所

アルミ引き違い窓　連窓 アルミ引き違い窓　連窓

５
選手控室Ｂ １ヶ所

1,700

アルミ引き違い窓

６
ＡＷ

１ヶ所

1,700

7
0
0

アルミ引き違い窓

ＡＷ
１ヶ所

7
0
0

アルミ引き違い窓

ＡＷ
１ヶ所

アルミ引き違い窓

ＡＷ
７

倉庫Ｃ

８ ９

1,500 1,500

8
50

1
,3

0
0

7
0
0

5
00

1
0
0

・ドアチェック取替

・フランス落し下部取替

・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアノブ取替

・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替 ・ドアハンガー補修 ・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替

・ドアノブ取替

・ドアチェック取替

・フランス落し下部取替

・ドアノブ取替 ・ドアノブ取替

・フランス落し上・下取替 ・フランス落し下部取替・フランス落し上・下取替

・サッシ戸車取替 ・サッシ戸車取替 ・サッシ戸車取替

・サッシ戸車取替

・ガラス取替 ・ガラス取替

・ガラス取替 ・クレセント取替 ・クレセント取替

ガラス取替

ガラス取替

・クレセント取替

・サッシ戸車取替

・ガラス取替

・クレセント取替

クレセント取替 クレセント取替

1,530 70 1,530 1,590 70 1,590 70 1,590

ガラス取替ガラス取替

・ドアチェック取替 ・ドアチェック取替

850 850

795 795765 765

850 850

クレセント取替クレセント取替

男子便所 女子便所 湯沸室



施工業者　有限会社　大成エンジニア

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６住所　うるま市字具志川２６１番地

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

工期　

整理番号

図面番号 Ｅ
図面名称

検図

製図

１．

２．工　事　場　所

３．建　物　概　要

構　　造
（ｍ　）２

１．野球場

階　　　数建　物　名　称
用　途　区　分延べ面積

工　　事　　名

消防法施行令別表第一

０１

作成：

特記仕様書（電気設備）その１

計

（注：延べ面積は建築基準法による表記）

・

建物別及び屋外

工　事　種　目

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

４．工事種目（　　印を付けたものを適用する）

・

・

工　　　　事　　　　種　　　　目

雷保護設備

構内配電線路

構内通信線路

監視カメラ設備

駐車場管制設備

テレビ共同受信設備

誘導支援設備

構内交換設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

情報表示設備

電　灯　設　備

動　力　設　備

受　変　電　設　備

発　電　設　備

拡　声　設　備

自動火災報知設備

防犯・入退室管理設備

・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式 ・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

屋　外

・ 中央監視制御設備 ・　　　　一式 ・　　　　一式

・ 撤去工事

・ テレビ電波障害防除設備

・　　　　一式・　　　　一式

電力貯蔵設備

１０．ワンデーレスポンスの実施

　１）この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

　４）効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

　３）請負者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて

　　　監督職員へ報告すること。　

　２）請負者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、

　　　監督職員と協議を行うこと。

　　　ワンデーレスポンスとは、請負者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。

　　　ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを請負者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を

　　　「その日のうち」にすることである。

９．暴力団員等による不当介入の排除対策

　　判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

　１）暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の

　　　警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

　　　関する協議を行うこと。

　３）暴力員団等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に

　２）暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察

　　　署に被害の届出を行うこと。

　　請負人は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに

　　関する合意書」（平成１９年７月２４日）に基づき、次に揚げる事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが

８．公共事業労務費調査に対する協力

　　１）本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、

　　　　　　　　必要な協力を行わなければならない。また、本工事の完了後においても、同様とする。

　　２）調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなけれ

　　　　ばならない。また、本工事の完了後においても同様とする。

　　３）公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って

　　　　適切に行っておかなければならない。

　　　　就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を

　　　　次以降の下請人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

　　４）本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二

６．本工事の設計時期

　　７．県産資材の優先使用

　　　これを優先して使用する。

　　本工事設計書は平成　２４　年　１０　月時点での建築工事積算基準及び労務単価、資材単価等に基づいて作成している。

項　　　目章 特　　記　　事　　項

１１　　工事監督業務の一部委託

　（１）本工事は、発注者又は建設工事請負契約書（以下「契約書」という。）

　　　　第９条に基づく監督員（以下「監督員」という。）が行う監督業務の一部を委託し、職員以外のもの（以下「管理技術者等」という。）

　　　　が監督業務の一部を実施する。

　（２）受注者又は契約書第１０条に定める現場代理人及び主任技術者等（以下「現場代理人等」という。）は、管理技術者等が監督員に

１．工事概要

（平成２２年度）

２階建

　　　本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ規格、品質、価格等が適正である場合は

項　　　　　目 概　　　　　　　　　　　　　要

５．設備概要（　　印を付けたものが該当する）

高　圧　　・　三相３線式　　・　６．６ＫＶ　６０Ｈｚ

低　圧　　・　三相３線式　　・　２００Ｖ　６０ｈｚ

　　　　　・　直流２線式　　・　１００Ｖ

　　　　　・　単相２線式　　・　２００Ｖ　　・１００Ｖ　６０Ｈｚ

　　　　　・　単相３線式　　・　２００／１００Ｖ　６０Ｈｚ

１ 電気方式

・従量電灯　　　・低圧電力　　　　　・業務用電力２ 電気契約種別

・高圧電力（・Ａ　　・Ｂ）　　　　　・その他

発生材の処理等１４． １）再生資源利用（促進）計画書の提出

建設リサイクルガイドライン（平成１０年８月４日付け建設省技調発第１６７号、建設省経事発

また、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を監督員に提出するものとする

第２２号）に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、

電線類２２． 電線類の材料は図示によるほか下記による。ＥＭ電線等で規格などのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない

材料より構成されているものとし、次の記号、仕様による。

記　号 仕　　　　　　様

ＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＥＢＴ（電子ボタン電話用ケーブル）に準じ、シースにＪＣＳ規格によるＥＭ－ＥＢＴ

の耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＪＣＳ　２７１（ＭＶＶＳ）に準じ、シースにＪＣＳ規格によるＥＭケーブルＥＭ－ＭＥＥＳ

ＪＩＳ　Ｘ　５１５０（ＵＴＰ）に準じ、シースにＪＣＳ規格による

ＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＥＭ－ＵＴＰ

位置ボックス２３． 位置ボックス（　・金属製　　・合成樹脂製）

　請負者は、工事で発生した建設廃棄物について、原則としてゆいくる材の認定を受けた施設又はゆい

くる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。

　本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前述に掲げる施設のうち、受入条件

の合う中から、運搬費と処分費（平日受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って

正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。

建設廃棄物の搬出

３）１）～２）以外の発生材の処理

※　本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、

　　産業廃棄物の処理に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので適正に処理すること。

　・構内の指示場所に集積　　　　　・産業廃棄物処分場に搬出処理　　距離　　Ｋｍ

２）発生材の処理は次による。

　（２）再生資源化を図るもの　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　また、撤去したＰＣＢ機器については、ＰＣＢ管理台帳を監督職員に提出する。

　　ＰＣＢ使用機器は、関係法令等に従い適切に処理する。

保及び環境保全

施工中の安全確１５． ※「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成９年建設省告示第１５３６号）」に

　基づき、指定された建設機械を使用する。

※「建設機械に関する技術指針（平成３年建設省通知第２４７号）」に基づき、指定された排出ガス

　対策型建設機械を使用する。

足場・さん橋類１６． ・別契約の関係請負者が定置した物は無償で使用できる。

・本工事で設置とする

　・内部仮設足場等（・　種　・　種）　・外部仮設足場等（・　種　・　種）

　　有する足場とし、足場の組立、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の

　　組立て等に関する基準」により行うこと。

工事写真１７． 建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（建築設備編）」によるほか、監督職員の指示による。

※　電子媒体（電子納品運用ガイドライン（案）〔営繕事業編〕による。）

・上記以外

埋戻し土、盛土１８． ・根切り土の中の良質土　　　　・山砂の類

環境への配慮１９． ゆいくる材の利用

　工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。

　ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。

　ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を

実施すること。また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、新材を使用すること。

材料の品質等２０． ゆいくる材の品質管理

　ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに、「ゆいくる材品質管理要領」に

基づいて行うこと。

　請負者は、工事請負金額が５００万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に（財）沖縄県建設

技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。

　請負者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し転圧

完了後の現場簡易試験を監督員等の立会のもと実施しなければならない。

　請負者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。

電線管２１． 電線管は図示によるほか下記による。

（１）屋内露出　　　　　・ねじなし電線管　　・薄鋼電線管　　・ＶＥ

（２）屋内いんぺい　　　・ＰＦ管（一重管）

（５）可とう電線管　　　・二種金属製可とう電線管

（４）土中　　　　　　　・ＦＥＰ管　　・ＨＩＶＥ　　・ＶＥ

（３）屋外露出　　　　　・ＨＩＶＥ　　・厚鋼電線管

　　　コンクリート埋設　・ＣＤ管　　・ＰＦ管（一重管）

・改修工事標準仕様書第１編２．２．２によるほか下記による。

　（１）引渡しを要するもの　　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（３）特別管理産業廃棄物　　・無　　・有（・ＰＣＢ使用機器　・　　　　　　　　　）

※　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」

　　により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を

　（厚生労働省基発第０４２４００１号　平成２１年４月２４日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」

残土処分１３． ・構内の指示場所に敷きならし　　・構外搬出適切処理

１２． 本工事に必要な工事用電力、水等の費用は請負者の負担とする。工事用電力、水・その他

工事用仮設物１１． 構内につくることが（※できる　　・できない）

１０． ※設ける（　　号・・・建築標準仕様書による）　　　・設けない監督員事務所

　９．電気保安技術者 本工事に標準仕様書第１編１．３．２でいう電気保安技術者をおき電気工作物の保安業務を行う。

　（３）監督員から現場代理人等に対する指示又は通知等は管理技術者等を通じて行うことがあるので、

　　　　この際は監督員から直接指示又は通知等があったものと同等である。

　（４）監督員の指示により、現場代理人等が監督員に対して行う報告又は通知等は、管理技術者等を通じて行うことができるものとする。

１２　　本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて

　　　　本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、関連する工事の予定価格

　　　　の算定は、本工事の請負比率（元契約額／元設計額）を関連工事の設計額に乗じるものとする。

１３　　下請業者の県内企業優先活用

　　　　請負業者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に有するもの）から選定するように努めなければならない。

１４　　不発弾等発見時の処理について

　　　　本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署（交番、駐在所）に報告すると共に、監督職員を通じて関連市町村

　　　　（防災主管課）沖縄県知事公室防災危機管理課及び土木建築部技術管理課に報告すること。

　　　　また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊により指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。

　　　　上記については、下請業者へも周知すること。

２．工事仕様

　　（平成２２年版）」（以下「標準仕様書」と言う。）、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成２２年版）」

　　（以下「改修標準仕様書」と言う。）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（平成２２年版）」（以下「標準図」と

　　と言う。）による。

１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

１．共通仕様

　　工事の工事仕様書は（　／　）図、建築工事の工事仕様書は（　／　）図による。

２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。なお、機械設備

２．特記仕様

　１）章及び項目は番号に　印のついたものを適用する。

　　　・印と※印のついた場合は、共に適用する。

　２）特記事項において選択する事項は　印の付いたものを適用する。但し　印のない場合は※印を適用する。

一
般
共
通
事
項

８．主任技術者等の資格 下記の区分の主任技術者を置き、資格を証明する資料を提出すること。

・資格の区分１

　（イ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術検定（以下「技術検定」という。）のうち、

次の（イ）又は（ロ）に掲げる者

　　　　１級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者

　（ロ）技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第二試験のうち、技術部門を電気・電子部門又は

　　　　建築部門を合格した者

次の（イ）又は（ロ）に掲げる者

・資格の区分２

　（イ）技術検定のうち、１級又は２級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者

次の（イ）又は（ロ）に掲げる者

・資格の区分３

　（イ）建設業法第７条第２号イ又はロに定める実務経験を有する者。

　（ロ）昭和４７年建設省告示第３５２号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を

　　　　有すると認定された者

項　　　目章 特　　記　　事　　項

１ １．工事実績情報の登録 請負金額が５００万円以上の工事については、工事実績情報を作成し（財）日本建設情報総合センターに登録する。

３．工事保険等 １）建設業退職金共済に加入し、以下の項目を厳守すること

２．施工体制台帳・体系 工事を施工するために、締結した下請契約の代金の総額が３，０００万円以上になる工事は、

図の提出 施工体制台帳等を提出する。

（１）建退共制度の発注者用掛金収納書を契約後１ケ月以内に契約者に提出する。

（２）当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。

（３）未加入下請業者に対して加入を指導する。

２）建設労災補償共済に加入

（１）建設労災補償制度への加入証明書等を契約後１ケ月以内に契約者に提出する。

３）火災保険、組立保険、賠償責任保険、その他の保険に加入する。

（保険期間は、原則として工事着工日から工期最終日＋１４日以上とする）

４． 官公署への手続き 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署への必要な届出、手続き等を遅滞なく行う。

５． 機材等 ・別紙機器仕様書又はこれらと同等のものとする。（製品番号は参考で限定しない）

・アスベストを含有していないこと。

６． 機材の品質・性能 設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は、「建築材料・設備機材等

証明

７．電気工作物の種類

　（ロ）資格の区分１の（ロ）に掲げる者

・一般用電気工作物　　・事業用電気工作物

品質性能評価事業」（（社）公共建築協会）による場合は評価書の写しを監督員に提出する。

なお、当該手続きに係る費用は請負者の負担とする。

・機材は監督員の承諾を受ける。

具志川野球場建築改修工事

うるま市字大田５１４（具志川運動公園内）

ＲＣ造

１．野球場

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

・　　　　一式

　　　　代わり現場で立会等をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類の提出に関し、説明を求められた場合は

　　　　これに応じなければならない。ただし、管理技術者等は、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。



施工業者　有限会社　大成エンジニア

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６住所　うるま市字具志川２６１番地

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

工期　

整理番号

図面番号 Ｅ
図面名称

検図

製図作成：

耐震施工２４． １）設備機器の固定は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（２００５年版）」（国土交通省国土技術

　・一般の施設

最上階、屋上及び塔屋 １．５／２．０／１．５ １．０／１．５／１．０

中間階床 １．０／１．５／１．０ ０．６／１．０／０．６

地階及び１階床 ０．６／１．０／１．０ ０．４／０．６／０．６

重要以外重要機器設置場所

政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）により行う。

なお設計用水平地震力は、次に示す設計用水平震度（下表中、固定の機器／防振支持の機器／水槽類）に、

機器の重量を乗じたものとする。また設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と

同時に働くものとする。

最上階、屋上及び塔屋 １．５／２．０／１．５２．０／２．０／２．０

１．５／１．５／１．５ １．０／１．５／１．０中間階床

１．０／１．０／１．５ ０．６／１．０／１．０地階及び１階床

　・特定の施設

設置場所 重要機器 重要以外

重要機器類は次のものを示す

　・配電盤　　　　・発電装置　　　　・交流無停電電源装置

　・直流電源装置　・交換機　　　　　・火災報知受信機

　・中央監視装置　・その他（　　　　　　　　　　　）

最上階の定義は次による。

建物への配線引込部の耐震処理（※ＦＥＰ方式　・地中箱方式）

　６階以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階

　以上の場合は上層４階とする。

２）地中配線

最上階の埋設配管２５． 最上階のコンクリート屋根スラブへの埋設配管は、原則として行わない。

ステンレス鋼材２６． 図面及び共通仕様書に記載されていない場合は、ＳＵＳ３０４とする。

金属製電線管の塗装２７． 露出配管のうち下記の部分は、塗装を施す。

・屋外　　・屋内（電気室、機械室、ＥＰＳ、居室、廊下）

溶融亜鉛めっき鋼材製のポール及びアームは塗装しない。ただし、図面に特記がある場合は、それによる。

他工事との取り合い２８． １）別表－１による（配線は接続を含むものとする）ただし、図示されたものを除く。

２）各項目に必要な位置、大きさ、数量等は他工事の施工に支障をきたさないように

２９．ＣＡＤデーターの貸与

　における施工図または完成図の作成のため以外に使用してはならない。

　ＣＡＤデータの著作者（　うるま市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

完成図及び保全に

関する資料

３０．

２）保全に関する資料

　　※　電子納品により提出するＣＤ－Ｒは１部、図書で２部納品する。

　　・監督職員の指示による。

３）ゆいくる材に関する資料

　　請負者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。

　　　　　ゆいくる材利用状況報告書

　　　　　ゆいくる材出荷量証明書

　　　　　再生資源利用実施書・同利用促進実施書

電子納品業務３１． ※電子化する費用は共通費に含まれるものとする。

試験成績表及び測定表３２． ・工事完成後、監督職員の指示により下記の試験成績表及び測定表を提出する。

　・構造　・性能　・動作　・耐電圧　・絶縁抵抗　・接地抵抗　・照度測定表

色彩等の指示３３． ・監督職員の指示による。

フラッシュプレート３４． ・樹脂製　　・黄銅ＷＢ製　　・ステンレス製　・新金属製

プレートの用途別表示３５． ・ジョイントボックス及び器具を実装しないプレートには、略表などを用いて用途を明示する。

項　　　目章 特　　記　　事　　項 項　　　目章

接地極３６． 図面に特記なき場合の接地極の材料は下記による。なお、接地棒ＥＢ（Ｄ＝１４）の長さ

は１５００ｍｍとする。ただし、Ｄ＝１０は１，０００ｍｍ、Ｗ＝４０は１，２００ｍｍ、

Ｗ＝３０は９００ｍｍとする。

記号接地極の種類

ＣＥＣ種接地

ＡＡ種接地 Ｅ

ＢＢ種接地 Ｅ

Ａ，Ｃ，ＤＥ

Ｅ共同接地

共同接地

ＬＨ

ＤＥＤ種接地

Ｅ

ＬＬＥ

ＬＥ

接地極接地抵抗値

Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

Ａ～Ｄ

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　２組

ＡＴ

ＴＥ

Ｅ

通信用 Ｅ

通信用

交換機用

１０Ω以下

Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　　組

ＥＰ

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　２組

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１ＤＴ

Ｅ ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

測定用 ０Ｅ ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

電話引込口の保安器用 ＬＴ

１００Ω以下

１００Ω以下

呼び線３７． ・長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、１．２ｍｍ以上の被覆鉄線を挿入する。

予備品等３８． 標準仕様書によるものの他、監督職員の指示による。

施工の安全確保３９． 「建築工事安全施工技術指針」及び「建設工事公衆災害防止対策要網建築工事編」により施工の安全確保を図ること。

４０． ※建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定化学物質の検査

※実施する　　　・実施しない

高圧避雷器用

低圧避雷器用

雷保護用

１０Ω以下

４４．工事の一時中止に

係る事項

（２）　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

※工事の一時中止に係る計画の作成

（１）　建設工事請負契約約款第２０条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、

　　　　中止期間中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を

　　　　発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の

　　　　出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、

　　　　中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する

　　　　基本的事項を明らかにする。

交通安全管理４５． 国道５路線及び県道７路線における警備業者が行う警備業務に関する検定合格警備員の配置

（沖縄県公安委員会告示第１６３号）　

・配置する（　　　ヶ月×　　　人）　

※配置しない

４６．主任技術者・監理技術者 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任・請負契約の締結の日の翌日から

平成　年　月　日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が

開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。

※工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、

後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日

（工事検査合格通知書における日付）とする。

屋外に使用する支持金物及びボルト、ナット類は　

（　・　ステンレス製　　・　溶融亜鉛メッキ仕上）　とする。

４７．その他

０．０８ｐｐｍ・ホルムアルデヒド

０．０７ｐｐｍ・トルエン

０．２０ｐｐｍ・キシレン

０．０４ｐｐｍ・パラジクロロベンゼン

０．８８ｐｐｍ・エチルベンゼン

０．０５ｐｐｍ・スチレン

　　　測定対象の化学物質は下記のとおりとする。

濃度指針値（２５℃の場合）測定対象化学物質

測定方法に関する基準

　・「官庁営繕部における平成１５年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の

　・「学校における室内空気汚染対策について」（Ｈ１５ス学健第１１号平成１５年７月４日）

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　抑制に関する措置について」（国営建第１号平成１５年４月１日）による。

　による。

測定対象室及び測定箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※測定対象化学物質が、濃度指針値を越えた濃度で検出された場合には、引渡しは受けない。

情報共有システムの４１．
使用

本工事は、沖縄県が指定する沖縄県ＣＡＬＳシステム（情報共有システム）を使用する。

　なお、現場状況等により、当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。

沖縄県ＣＡＬＳシステム（情報共有システム）とは、工事の施工期間中において、受発注者間で

工事は原則として使用する。）

沖縄県ＣＡＬＳシステム４２．

使用許諾料の支払い

・

委託している者に支払うこと。

支払証明４３． ・沖縄県ＣＡＬＳシステム使用許諾料を支払ったときは、すみやかに監督員に支払いの事実を

報告し確認を受けること。

（支払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写し等）を提出）

２ １．蛍光灯器具 蛍光灯器具（誘導灯は除く。）の安定器の回路方式、電圧は図面に記載のない場合は次による。

環形

直管形
２０形

４０形

Ｄ

１５形以下

１００Ｖ

電池内臓形非常用照明器具
防雨形器具、防湿型器具及び

ＥＬ

ＧＬ １００Ｖ

ＧＬ １００Ｖ

ＲＨ Ｖ

ＥＬ １００Ｖ

電圧

Ｈ．Ｐ

防雨形器具・防湿型器具

Ｈｆ形

コンパクト形 ＰＮ Ｖ
ＧＬ １００Ｖ

図面に記載のない場合 ＶＰＮ

蛍光灯の種類 回路方式

配線方式２． ・ケーブル配線　・配管（・金属管・硬質ビニル管・ＣＤ管・ＰＦ管）

・その他（　　　）

・アウトレットボックス　・フロアボックスカバー（・水平高低調整付　・その他）フロアボックス３．

・フロアプレート　・アルミ合金製　・砲金製

　　　　原則として器具の背面形式に適合した本数とする。

ボルト本数種　　　　類

１以上

　蛍光灯器具２０（１６）形×４以上、４０（３２）形×５以上 ４以上

　蛍光灯器具２０（１６）形×２以上、４０（３２）形×１以上 ２以上

電池内蔵形環形蛍光灯器具３０形以上

　電池内蔵形蛍光灯器具２０　（１６）　形×１以上

吊りボルト４．

埋込形分電盤から天井まで予備配管を、予備回路が４回路以下は（ＰＦ２２）を１本、５回路

以上は、（ＰＦ２２）を２本施工する。

分電盤５．

・電池内蔵型・電源別置型（・蓄電池設備　・蓄電池設備と発電設備　・発電設備）非常用照明装置の

電源

６．

・送り端子付きの照明器具はジョイントボックスを省略してよい。

・アウトレットボックス　・プルボックス　・ＶＶＦ用ジョイントボックスＶＶＦケーブルの

ジョイントボックス

７．

・ケーブル配線　・配管（・金属管・硬質ビニル管・ＣＤ管・ＰＦ管）３ 配線方式１．

・その他（　　　　　　　　　　）

本工事に　　・含む　　・含まないポンプ制御盤３．

・単独接地　・金属管接地　　・接地専用式電動機の接地２．

（注：１１ＫＷ以上の電動機は、専用の接地線により接地する）

本工事に　　・含む　　・含まない低圧コンデンサー４．

機器への接続５．

その他６．

その他８．

４ ・突針　　　・むね上導体受雷部１．

・引下げ導線　　　・建築構造体利用避雷導線２．

・接地極埋設（１０Ω以下）　　・建築構造体利用接地極３．

測定用補助接地極４． ・設置する

５
・屋内形　　　　　　・屋外形（ＳＵＳ－３０４　ＷＰ）１．設備方式

・高圧側設置　　　　・低圧側設置　　　　・高調波対策設置進相コンデンサー

その他

自動力率調整　　・する　　　・しない

別図（受変電設備仕様）による。仕様詳細

変圧器　　　三相　　　　　　　・油入　　　　・モールド　　　　

変圧器　　　単相　　　　　　　・油入　　　　・モールド　　　　

遮断器　　　　・ＶＣＢ　　　　・ＬＢＳ主要機器

２．受電点の遮断容量 　　　　　　　　　ＭＶＡ

３．

４．

５．

６．

・本工事制御盤より別途電動機への接続は本工事とする。

６ 形式１．

２．発電機

別図（発電設備仕様）による。仕様詳細６．

３．原動機

・配電盤搭載形　　　・配電盤別置形　　・キュービクル式

　電気方式　　　三相３線式　　・６ＫＶ　　　・２００Ｖ　　６０Ｈｚ

　定格出力　　　ＫＶＡ以上

・往復動内燃機関（・ディーゼル機関　　・ガス機関）　・ガスタービン

・非常用　　・防災用（消防法認定品）　　・常用

定格出力　　　ＰＳ以上

始動方式　　　・電気式　　　　・空気式

冷却方式　　　・水冷循環式　　・ラジエーター式

種　　類　　　・軽油　・灯油　・Ａ重油　・燃料ガス燃料等４．

燃料小出槽 Ｌ

燃料槽　　　・あり　　　　　　Ｌ（・共用　・単独）　　・なし

燃料槽容量１００％を納入する。

・連続運転可能時間　　　　　　Ｈ連続運転可能時間５．

その他７．

騒音規制値　　　　　ｄＢ以下

排気ガスに含まれる窒素酸化物値　　　　　以下

設置場所標高　　　　ｍ

・本工事　　　　・別途工事２．保安用接地

・配管　　　　　・配線　　　　　・機材取付１．工事範囲７

・分散中継台式　　　　　・局線中継台式　　　・その他（デジタルビジネスホン主装置）３．交換機

・自立フレーム（・片面形　　・両面形）・交換機一体形４．本配線盤

・総合電源装置　　　　・据置形電源装置　　　・交換機一体形５．電源装置

６．電話機 ・内線電話機　　　　　・局線受付電話機　　　　　・ボタン電話機

７．その他

特　　記　　事　　項

パソコンを整えること。

特記仕様書（電気設備）その２
０２

動
力
設
備

電
灯
設
備

雷
保
護
設
備

受
変
電
設
備

発
電
設
備

構
内
交
換
設
備

　　速やかに明示し、監督員と打ち合わせる。

　本工事では設計図ＣＡＤデータを貸与するものとし、貸与されたＣＡＤデータを本工事

現場事務所等に、沖縄県ＣＡＬＳシステムが使用可能なインターネット環境及び

インターネットを介して打合簿、図面等の各種データのやり取り（決裁を含む）を行い、情報

共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。（※設計金額１千万円以上の

請負者は、沖縄県ＣＡＬＳシステムの使用許諾料を、沖縄県がＣＡＬＳシステム運営業務を

　備考：コンパクト形蛍光灯器具、Ｈｆ蛍光灯器具は、上表に準じ

　（２）納品する電子媒体は、財団法人沖縄県建設技術センターにおいて収録内容の確認を受けた後に、

　同センター発行の確認証とともに提出する。

　監督員の指示による（署名捺印の取扱いは同ガイドライン（案）によるほか、監督員と協議すること）。　　

１）　本工事は電子納品対象工事とする。　

　（１）工事完成時の提出図書は電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で納品する。

　電子納品に関する基準は、「電子納品運用ガイドライン（案）」［営繕事業編］によるほか、



施工業者　有限会社　大成エンジニア

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６住所　うるま市字具志川２６１番地

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

工期　

検図

製図作成： 整理番号

図面番号 Ｅ
図面名称

８ 出退表示盤１．

・液晶式　　　・その他発信器２．

停電補償付　　　・壁掛形　　　・据置形制御装置３．

水晶式　　・壁掛形　　　・ラック組込親時計４．

・有　　　・無５．

・プログラムタイマー組込　　　・電子式チャイム組込プログラムタイマー６．

及電子式チャイム

その他７．

９ ・映像装置１．映像装置

・発光ダイオード　　・液晶式　　・プラズマ式

・音響装置２．音響装置

３．仕様詳細 別図（映像、音響設備仕様）による。

４．その他 ・非常放送　・一般放送

・非常放送　　・一般放送１．工事種別１０

２．増幅器

・壁掛形　　・天井埋込形　　　・吊下形　　　・ホーン形３．スピーカー

・スピーカー取付　　・壁取付４．音量調節器

５．接地

その他６．

型式　・卓上形　・壁掛形　・キャビネットラック形　・デスク形

定格出力　　　Ｗ　　　回線

・Ｄ種（１００Ω以下）

１１
・親子式　　・相互式　　・複合式通話網方式１．

・同時通話式　　　・交互通話式通話方式２．

・電話型　・スピーカー型機種３．

・テレビインターホン（カメラ角度調整機能・有　・無）その他４．

１２ １．

・壁面　　・自立２．

・ＥＭ同軸ケーブル３．同軸ケーブル

７．支線

８．その他

・低損失形高周波同軸ケーブル（ＦＢ）　・高周波同軸ケーブル（２Ｖ）

・設ける　　・設けない６．増幅器

・ＣＳ、ＢＳ、ＵＶ共用形５．分岐器及び分配器

・ＣＳ，ＢＳ，ＵＶ共用形４．直列ユニット

アンテナ支持マストの取付

アンテナ ・ＵＨＦ　　　・ＢＳ　　　・ＣＳ　　　　

１３ ・配管　　・配線　　・機器等取付け工事範囲１．

・　　　回路（予備電源付）受信機２．

・無線式　　・赤外線式　　・有線式　　・磁気式　　・光電式　警戒方式３．

その他４．

・自動火災報知設備　　・非常警報設備　　・自動閉鎖設備１．工事範囲１４

形式　　・自動火災報知設備と自動閉鎖設備の複合型　・単独型２．受信機

　　　　　　・自動閉鎖設備用　　回線

　　　　　　・Ｒ型　自動試験機能方式

　　　　　　　　　　遠隔試験機能方式（・有　　・無）

・壁掛形　　・自立形３．副受信機

・消火栓ボックス（別途）に組込む　・総合盤設置　・単独設置４．発信器、表示灯、

自動試験機能（・有　　・無　）　　遠隔試験機能（・有　　・無　）５．中継器

ベル等の配置

自動試験機能（・有　　・無　）　　遠隔試験機能（・有　　・無　）６．感知器

７．その他

・自立形　　・壁掛

・表示窓式　・地図式

１５ ・警報盤　　・監視制御装置１．形式

・その他（　　　）３．その他

・壁掛形　　・自立形　　・他の設備と併用

・電灯設備　・動力設備　・計測設備　・受変電設備　・発電設備　２．監視制御対象

１６

・ＬＡＮ用・電話用　・拡声用　・時刻表示用　・火災報知用　・インターホン用１．通信線の種別１７

・地中配線　　　　　　　・架空配線２．配線方式

ハンドホール内で、ケーブルの余長を見込む。３．地中線路の余長

ケーブル埋設シートは折込式とする。４．埋設標識シート

５．埋設標 ・コンクリート製　　　・鉄製

６．ハンドホール付属品 ・ケーブル支持金物は、・２箇所　　　・４箇所

７．地中管材料

８．マンホール

ハンドホール形式

・現場打ち　　　・既製品

９．その他

・ＦＥＰ　　　・ＨＩＶＥ　　　・ＰＬＰ　　　　　・ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管

・　多孔陶管　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）

１．配線方式

・マンホール、ハンドホール内で、ケーブルの余長を見込む。２．地中線路の余長

ケーブル埋設シートは折込式とする。３．埋設標識シート

・コンクリート製　　　　・鉄製４．埋設標

・ケーブル支持金物は、　　・２箇所　　　・４箇所

・現場打ち　　　・既製品

５．

６．

７．

８．その他

ハンドホール形式

マンホール

地中管材料

ハンドホール付属品

マンホール

・　多孔陶管　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）

・ＦＥＰ　　　・ＨＩＶＥ　　　・ＰＬＰ　　　　　・ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管

電気配管配線 ※

※

※

※

※

インサート ※

※

天井、壁の切り込み

※

※

※

※

※

自動制御

※

※

※

※

※

自動閉鎖装置
※

※

換気扇の取付枠

建具類駆動装置

・ ・ ・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※・ ・

・ ・

浄化槽

※

※

※

※

貫通スリーブ
※

※

機器の基礎

別途工事本工事
工　　　事　　　内　　　容

（機械） （建築）（電気）

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

箱入れ

（はり、床、壁）

（はり、床、壁）

開口部補強

・上記の配線

　間の配管
・天井吊り機器（空調機、空調換気扇）の本体と操作スイッチ

・換気扇の取付枠

・インサート

・軽量鉄骨天井、壁下地

　（埋込照明器具、スピーカー等）

・下地組み、ボード類の切り込み

・墨出し

・パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機との間の配管

・上記の配線

・電極棒及びフロートスイッチの本体

・上記の配管、配線

・電気配管

・電気配線

・電源供給

・操作盤までの１次側電気工事

・操作盤以降の２次側電気工事

・建具類電動駆動装置の２次配線及び操作スイッチ

・上記の配管

・自動閉鎖装置取り付け箇所の切り込み及び補強

・上記の配管、配線

・型枠の穴埋め

・補強鉄筋

・箱入れ

・スリーブの穴埋め

・補強鉄筋

・スリーブ

・架台、アンカーボルト

・屋外設置（架台、アンカーボルトを除く）

・屋上設置（架台、アンカーボルトを除く）

・屋内設置（架台、アンカーボルトを除く）

別表－１　　　　　他工事との取り合い

〃

壁掛形親時計

電力共通

電　灯

分電盤

（一般）

〃 （台上用）
〃（厨房、機械室）

（和室）〃

〃 （車庫）
〃（液化石油ガス検知器）

（一般）

コンセント

ブラケット

名　　　称

引込開閉器
取引用計器

動　力

〃

〃

非常口誘導灯

開閉器箱

電　話 保安器箱

（踊場）

（鏡上）

廊下通路誘導灯

壁掛形制御盤

操作スイッチ押釦

室内端子盤（廊下、室内）
中間端子盤（ＥＰＳ、電気室）

壁付アウトレット

３．機器取付高
機器取付高は、下表を標準とする。ただし、図示されたものを除く。また、監督職員の指示により変更することがある。

備　　　　　考

・地中配線　　　　　　・架空配線

回線数等　　・自動火災報知設備　Ｐ形　　級　　回線

０３
特記仕様書（電気設備）その３

情
報
表
示
設
備

映
像
・
音
響
設
備

拡
声
設
備

誘
導
支
援
設
備

テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

制
御
設
備

中
央
監
視

構
内
配
電
線
路

構
内
通
信
線
路

（和室）
（一般）

小時計

・２２ｍ㎡（１．６×７）（・ステンレス製　　・亜鉛鉄鋼撚線）

タンブラスイッチ（一般）
タンブラスイッチ（身体身障者用）

〃
１，５００（上端１，９００以下）
（天井高）×０．９

〃 　　１５０

床上～中心

台上～中心
床上～中心

〃
〃
〃
〃

〃
〃

床上～上端

床上～中心

測　　点 取付高（㎜）

１，５００（上端１，９００以下）

１，３００
１，１００
　　３００
　　１５０
　　１５０
　　８００
　　８００
　　３００
２，１００～２，３００

床上～中心 １，８００～２，０００

地上～窓中心 １，８００～２，０００

〃

鏡上端～中心

床上～下端
床上～上端

〃

床上～中心

〃

２，０００～２，５００

　　１５０

１，５００以上
１，０００以下

１，５００（上端１，９００以下）

１，５００
１，３００

床上～下端
床上～中心

　　３００
１，５００

天井下～上端
床上～中心

　　２００
　　３００

・機器付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線

・機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線

火災報知

受信機・副受信機
火災総合盤
発信器
警報ベル
表示灯
ガス漏れ検知器（ＬＰガス）
ガス漏れ検知器（都市ガス）

壁付発信機（出退表示用）
表　示

出退表示盤

電　鈴
ブザー
同上用押釦

壁付インターホン（親機）

呼び出し

（身体障害者用）
表示灯付復帰ボタン
呼出ボタン（身障者便所内）

身体障害者用インターホン（子機）

テレビ

テレビ機器収容箱

直列ユニット（一般）

　　〃　　　（和室）

壁掛形スピーカー
壁付音量調整器

床上～中心
〃
〃
〃
〃

床上～上端
天井面～中心

２，３００

　　８００～１，５００
　　８００～１，５００
　　８００～１，５００

２，１００
　　３００
（天井面）－２００

〃 １，３００
床上～中心 （天井高）×０．９

床上～中心
〃

（天井高）×０．９
１，３００

床上～中心 １，３００

〃
〃
〃

１，１００
　　９００
１，８００

〃

床上～中心

天井下～上端 　　２００

　　３００

　　１５０

〃
〃 １，３００

（天井高）×０．９

子時計
時計拡声

防
犯
設
備

・ 機械警備用

・内線電話用

事務所　 ＴＥＬ：（０９８）　９３７－０８５２

建築設備に関し意見を聴いた者の

所在地　

氏　名

沖縄市仲宗根町30番10号

有限会社　内田設計

内　田　敦

２）図面内のメーカー用製品番号は参考程度とするが、別メーカーを使用する場合は比較表を作成し承諾図に添付する事。

１）承諾図を提出する際に必ず設計図面と照らし合わせながらチェックマーク（　）を記入したのを提出する事。

又、配管・配線等は使用する名称にカラーマーカーで示して下さい。



Ｓ

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

施工業者　有限会社　大成エンジニア
住所　うるま市字具志川２６１番地

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号
工期　

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

照明器具表

Ａ　 Ｂ　 Ｃ　 Ｄ　 Ｅ　選手控え室・ 記録室記　 号 名　 称 適　 要 備　 考

凡　 例

既設外灯盤

既設位置ボツクス

タンブラスイッチ

壁付コンセント

１ Ｐ－１５ Ａ×１

２ Ｐ－１５ Ａ×２ 　

金属製プレ－ト

壁付コンセント ２ Ｐ－１５ Ａ×１ 　接地端子付

金属製プレ－ト

金属製プレ－ト

ホール本部席 ホール・ 廊下 ホール・ 廊下

消費電力： ８６Ｗ

点灯方式　 Ｐ Ｈ

蛍光灯　 Ｆ ＨＦ ３ ２ Ｗ×２

Ｆ Ｓ Ｓ ６ －３ ２ ２

消費電力： ６５Ｗ

点灯方式　 Ｐ Ｎ

蛍光灯　 Ｆ ＨＦ ３ ２ Ｗ×２

Ｆ Ｓ Ｓ ６ －３ ２ ２

消費電力： ４５Ｗ

本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）
反射板： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

点灯方式　ＰＨ

Ｆ ＳＡ４ １ ５ ０ ０Ａ

蛍光灯　 Ｆ ＨＦ ３ ２Ｗ×１

パナソニック（ 同等品又は同等品以上）

消費電力： ２．０Ｗ

電池内蔵型

Ｌ Ｅ Ｄ

点灯方式　 Ｌ Ｅ １

Ｃ級　片面型

ＳＨ１ －Ｆ Ｓ Ｆ ２ ０ －Ｃ　 　

Ｂ級　両面型

電池内蔵型

Ｌ Ｅ Ｄ

Ｓ Ｔ １ －Ｆ Ｓ Ｆ ２ ３ －ＢＬ

点灯方式　 Ｌ Ｅ １

消費電力： ２．０Ｗ

スポット 型感知器 差動式　 ２種

煙感知器 光電式　 ２種

天井埋込型スピーカー ３Ｗ　 Ｌ 級アッテネータ付

壁掛型スピーカー ３Ｗ　 Ｌ 級アッテネータ付

マイクジャック 埋込型

電話受口 露出型モジュラージャック

金属製プレ－ト

備

考 工事場所
図面名称

工事名称

縮尺

図面番号

Ｅ－０４凡例・照明器具表

具志川野球場建築改修工事

うるま市字大田５１４（具志川運動公園内）

Ｊ
Ｍ

Ｅ Ｔ

２



工期　
建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号 自　平成24年11月27日

至　平成25年 2月 8日
施工業者　有限会社　大成エンジニア

住所　うるま市字具志川２６１番地 ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

Ｃ ×６

Ａ ×２

Ｂ ×４

Ａ

Ａ ×２

Ｃ ×６

Ｅ

Ｄ Ｄ

Ｄ

備

考 工事場所
図面名称

工事名称

縮尺

図面番号

Ａ１＝１：５０

Ａ３＝１：１００
Ｅ－０５１階電気設備平面図

具志川野球場建築改修工事

うるま市字大田５１４（具志川運動公園内）

本部席

ホール医務室

男子更衣室

男子シャワー室

女子更衣室

倉庫Ａ

審判控え室

選手控え室

記録室

事務室

湯沸室

身障者用便所 女子便所

男子便所

倉庫Ｃ

倉庫Ｂ

選手控え室

廊下

廊下

UP

UP

Ａ
Ｍ
Ｐ

２

２

２

２

２

２

２

２

２
２

２

２

２

3,
00
0

5, 200

5, 200

5, 200

5, 200

5, 200
5, 2
00

5,
20
0

7, 000

1, 750

3, 575

1, 675

7, 000

3, 500

3, 500

7, 000

7, 000

7, 0
00

2, 7
00

3, 0
00

1, 3
00

Ｊ
Ｍ

Ｊ
Ｍ

ｔ

Ｓ
Ｓ

既設露出型照明器具（ Ｆ ＣＬ ２ ０Ｗ） 撤去再取付

立下り配線はモール使用

立下り配線はモール使用

立下り配線はモール使用

立下り配線はモール使用

天井内いんぺい配線

既設位置ボックスに接続

既設位置ボックスに接続

既設位置ボックスに接続

既設位置ボックスに接続
既設位置ボックスに接続

既設位置ボックスに接続

既設誘導灯撤去再取付

立下り配線はモール使用

立下り配線はモール使用

立下り配線はモール使用

既設スコアーボード操作接続箱撤去再取付 既設モニター付インターホン撤去再取付

既設ラック型アンプ（ ２ ４ ０Ｗ） 撤去再取付

既設外灯盤（ 三相） にＥＬ Ｂ３Ｐ１ ５Ａ　×４新設

エアコン用室外機

エアコン用室外機

エアコン用室外機

エアコン用室外機

既設露出型照明器具（ Ｆ ＣＬ ２ ０Ｗ） 撤去再取付

露出配線・ モール使用

エアコン用露出コンセント

既設配線に接続

既設配線に接続

既設配線に接続

既設配線に接続

既設配線用モール撤去再取付

Ｓ＝１ ： ５ ０

※配線器具及び弱電器具は既設配線と接続する。

エアコン用室外機

立下り配線はモール使用

ＥＭ－ＥＥ Ｆ １ ． ６ －２ Ｃ

ＥＭ－ＥＥ Ｆ ２ ． ０ －２ Ｃ

ＥＭ－ＣＥ ３ ． ５ ゜ －４ Ｃ

Ｔ Ｉ Ｖ Ｆ ０ ． ６ ５－２ Ｃ

（ 特記事項）

図中特記なき記号は下記による。

１ 階電気設備平面図



工期　
建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号 自　平成24年11月27日

至　平成25年 2月 8日
施工業者　有限会社　大成エンジニア

住所　うるま市字具志川２６１番地 ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

備

考 工事場所
図面名称

工事名称

縮尺

図面番号

Ａ１＝１：５０

Ａ３＝１：１００
Ｅ－０６１階電気設備撤去平面図

具志川野球場建築改修工事

うるま市字大田５１４（具志川運動公園内）

本部席

ホール

医務室

男子更衣室

男子シャワー室

女子更衣室

倉庫Ａ

審判控え室

選手控え室

記録室

事務室

湯沸室

身障者用便所 女子便所

男子便所

倉庫Ｃ

倉庫Ｂ

選手控え室

廊下

廊下

UP

UP

２

２
２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

3,
00
0

5, 200

5, 200

5, 200

5, 200

5, 200
5, 2
00

5,
20
0

7, 000

1, 750

3, 575

1, 675

7, 000

3, 500

3, 500

7, 000

7, 000

7, 0
00

2, 7
00

3, 0
00

1, 3
00

既設壁掛スピーカー撤去　×２

既設天井埋込型スピーカー撤去　×３

既設感知器撤去　×７

Ｊ
Ｍ

Ｊ
Ｍ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

既設露出型照明器具（ Ｆ Ｌ ４ ０Ｗ×１ ） 　撤去　×３　

既設露出型照明器具（ Ｆ Ｌ ４ ０Ｗ×１ ） 　撤去　×５

既設露出型照明器具（ Ｆ Ｌ ４ ０Ｗ×２ ） 　撤去　×２

既設露出型照明器具（ Ｆ Ｌ ４ ０Ｗ×１ ） 　撤去　×３　

既設埋込照明器具（ Ｆ Ｌ ２０Ｗ×４ ） 　撤去　×８ 既設誘導灯（ Ｆ Ｌ ２０Ｗ×１ ） 　撤去　×３

既設埋込型コンセント撤去　×１２

既設埋込型スイッチ撤去　×４

既設埋込型マイクジャック撤去　×２

既設埋込照明器具（ Ｆ Ｌ ２ ０Ｗ×１ ） 　撤去　×１２

Ｓ＝１ ： ５ ０

１ 階電気設備撤去平面図



施工業者　有限会社　大成エンジニア

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６住所　うるま市字具志川２６１番地

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

工期　

具志川野球場建築改修工事

うるま市字大田５１４（具志川運動公園内）

ＲＣ造

整理番号

図面番号 Ｍ
図面名称 特記仕様書（機械設備）　その１

０１

２． 工　事　場　所

１． 工　　事　　名

３． 建　物　概　要

１．工事概要
本工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、水及び諸手続き等の費用は、すべて請負者の負担とする。

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」により行うこと。

　　　ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを請負者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

　　　本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率（元契約額／元設計額）を関連工事の設計額に乗じるものとする。

　３）監督員から現場代理人等に対する指示又は通知等は管理技術者等を通じて行うことがあるので、この際は監督員から直接指示又は通知等があったものと同等である。

（平成２２年度版）

　　　ワンデーレスポンスとは、請負者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。

１０．ワンデーレスポンスの実施
１）この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

　２）暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。

　３）暴力団等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。

　　請負人は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書」（平成

　　１９年７月２４日）に基づき、次に揚げる事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行う

　１）暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、

９．暴力団員等による不当介入の排除対策

　　など、厳正に対処するものとする。

　　　捜査上必要な協力を行うこと。

　１）本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければなら

　３）公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金

　４）本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。）が前３

６．本工事の設計時期

　　本工事設計書は平成　２４　年　１０　月時点での建築工事積算基準及び労務単価、資材単価等に基づいて作成している。

７．県産資材の優先使用

本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用する。

８．公共事業労務費調査に対する協力

　　　ない。また、本工事の完成後においても、同様とする。

　２）調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。

　　　また、本工事の完成後においても同様とする。

　　　台帳を調整・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

　　　項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

４．工事種目（○印を付けたものを適用する）

１．野球場

建　物　名　称
消防法施行令別表第一

構　造
用　途　区　分

階　数

２階建

延べ面積

（㎡）

計

（注：延面積は建築基準法による表記）

建物別及び屋外

工事種目

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

屋　　外

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

工　　　　事　　　　種　　　　目

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

　・　　　一式

・　排煙設備

・　自動制御設備

・　衛生器具設備

・　給水設備

・　排水設備

・　給湯設備

・　消火設備

・　厨房設備

・　換気設備

・　排水処理設備

・　ガス設備

・　空気調和設備

　・　　　一式 　・　　　一式　・　　　一式撤去工事

　・　　　一式　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

５．設備概要（○印のものが該当する）

・　ガスエンジン式パッケ－ジ形空気調和機　

・　全空気式　　

・　水冷式パッケ－ジ形空気調和機　　

・　水冷式チリングユニット　　　

・　水冷式遠心冷凍機　　

機械換気（　・　有　

機械排煙（　・　有　

・　水道直結方式

・　建物内の汚水と雑排水　（

・　ポンプ排水（

・　建物外放流方式

・　有〔　

・　屋内消火栓

・　屋外消火栓　

・　都市ガス

・　液化石油ガス（ＬＰＧ）

・　高置タンク方式　

・　トイレ洗浄水　

・　管材等については給水設備の項に準ずる。

・　電気式　

・　飲料水と雑用水［

（１）汚水　　

（２）雑排水　

・　雨水　

冷房方式

空気

調和機

主要熱源

機　　器

換気設備

排煙設備

自動制御設備

給水方式

排水方式

給湯設備

消火設備

の種別

ガスの

種　　類

給水方式

用　　途

原　　水

その他

空
気
調
和
設
備

衛
　
生
　
設
　
備

中
水
道
設
備 ・　井戸　・　公共下水道　

・　水空気式　　・　個別熱源式

・　空冷式チリングユニット　

・　水冷式スクリュ－冷凍機　　・　吸収冷凍機　

・　空冷式パッケ－ジ形空気調和機

・　無　）　

・　無　）

・　電子式　 ・　デジタル式　・　中央監視制御装置

　・　高置タンク方式　

　・　タンク（　・　同系統　

・　加圧給水方式

・　別系統）　・　配管（　・　同系統　　・　別系統）］

　・　分流　　・　合流）

　・　汚物　・　汚水　・　雑排水 　・　雨水）　・無

・　下水管直放流

・　下水管直放流

　・　浄化槽

　・　浄化槽　・　側溝

・　局所式　　・　中央式（　　　　　　）〕　・　無

　・　スプリンクラ－

・　連結送水管

　・　二酸化炭素消火　

　　　・　連結散水　　　　

・　泡消火

　・　消火器

　・　粉末消火

　・　加圧給水方式

・　散水　・　洗車　・　修景用水 　・　灌水用水　・　冷却塔補給水

・　雑排水　　・　その他

建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（建築設備編）」によるほか、監督員の指示による。１９． 工事写真

※　電子媒体（電子納品運用ガイドライン（案）［営繕事業編］による。）

・上記以外

総合調整（測定及び記録を含む）は下表により測定して、測定表を提出する。２０． 総合調整及び

測定表 方法その他については監督員の指示によるものとする。

総合調整項目 測定又は記録の箇所

・　風　量 ・　吹出口　

・　水　量 ・　流量計の設けられている箇所

・　空気温湿度 ・　空調される部屋　

・　気流及び塵埃 ・　空調される部屋　

・　冷凍機　　
・　騒　　音

・　冷却塔　　

・　冷凍機　　
（　・　電圧　
・　初期運転状態の記録

・　電流　・　圧力等）

・　吸込口　・　風量測定口のある箇所

・　吹出口

・　換気される部屋　・　外気　・　吹出口

・　換気される部屋　・　外気　・　吹出口

・　空調機　　・　ポンプ　　・　送風機

　　・　吸込口

・　空調機　　・　ポンプ　　・　送風機

主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹脂製等の案内板を設ける。２１． 案内板

　工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。

・　根切り土の中の良質土（ただし、コンクリート管及びステンレス管以外の管の　周囲は山砂類）　　　２２． 埋戻し土、盛土 　・　山砂の類

ゆいくる材の利用２３． 環境への配慮

　ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。

　ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を

実施すること。また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、新材を使用すること。

ゆいくる材の品質管理２４． 材料の品質等

　ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに、「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。

　請負者は、工事請負金額が５００万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に（財）沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材

品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。

　請負者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し転圧完了後の現場簡易試験を

監督員等の立会のもと実施しなければならない。

　　なお、モルタルの埋め戻しは標準仕様書第２編４．５．１の左官工事による。

　請負者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。

２５． 保温外装材及び
防食処理

１）表面が金属である管を直接コンクリート内に埋設する場合はプラスチックテープ１／２重ね１巻きとする。

２）屋外及び多湿箇所に使用する伸縮継手、防振継手、フレキシブルジョイント等のフランジは

　　（　・　鋼製（溶融亜鉛めっき）　

３）屋内に使用する伸縮継手、防振継手、フレキシブルジョイント等のフランジは

　［　・　鋼製　

４）屋外及び多湿箇所に使用する吊り金物、支持金物、ボルトナット、座金等は

・　鋼製（溶融亜鉛めっき） 　・　ステンレス鋼製］とする。

　・　ステンレス鋼製）とする。

５）屋内に使用する吊り金物、支持金物、ボルトナット、座金等は（ 　・　鋼製（溶融亜鉛めっき）　 ・　ステンレス鋼製）とする。

　・　鋼製（溶融亜鉛めっき）　 ・　ステンレス鋼製）とする。（

６）溶融亜鉛めっきされた材料の加工（切断、切削、溶接等）は禁止する。

７）上記の２）３）４）５）において溶融亜鉛めっき仕上げとされたものはステンレス鋼製に換えてもよい

８）空調屋外機は耐塩処理（県内工場）を施す。

・　見えがかり部分は塗装を施すこと。（露出部分全て塗装）標準仕様書第２編３．２．１による。２６． 塗装

　１４．施工図等及び

施工計画書の提出

１）主要機材の製作図及び施工計画書の提出は原則として、契約後３０日以内、施工図は監督員の指示する時期に提出する。

２）総合図　※作成し監督員の確認を受ける。・作成しない。

　　総合図とは施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整検討するため、全部位の平面図、必要な部位の断面図、展開図上に

各工事の必要な内容を記載した図面である。なお、施工図等の著作権に係る当該建物に限る使用権は、発注者に

移譲するものとする。

・　構内の指示場所に敷きならし　・構外搬出適切処理　１５．残土処分

１）再生資源利用（促進）計画書の提出　１６．発生材の処理等

建設リサイクルガイドライン（平成１０年８月４日付け建設省技調発第１６７号、建設省経事発第２２号）に基づき、工事着手時に再生

資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を監督員に

提出するものとする。

２）発生材の処理は次による。

　（１）引渡しを要するもの　　　　

　（２）再生資源の利用を図るもの　

　（３）特別管理産業廃棄物　　　　

引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。

※ 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理

に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので適正に処理すること。

建設廃棄物の搬出

　請負者は、工事で発生した建設廃棄物について、原則としてゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を

受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。

　本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前述に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から、

運搬費と処分費（平日受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って正当な理由がある場合を除き、

再資源化に要する費用の変更は行わない。

１７． ※「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成９年建設省告示第１５３６号）」に基づき、指定された施工中の安全確

保及び環境保全

※「建設機械に関する技術指針（平成３年建設省通知第２４７号）」に基づき、指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。

建設機械を使用する。

・　別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。１８． 足場・さん橋類

・　本工事で設置とする。

・　改修工事標準仕様書第１編２．２．１によるほか下記による。

・　内部仮設足場等（　・　種　・　種）　・外部仮設足場等（　・　種　・　種）

※　足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第０４２４００１号　平成２１年４月

２４日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、

・　無　　・　有（　　　　　　　　　　　　）

・　無　　・　有（　　　　　　　　　　　　）

・　無　　・　有（　　　　　　　　　　　　）

※設ける（　　号　建築標準仕様書による）　　１１．監督員事務所 　・　設けない

構内につくることが（※できる　　　１２．工事用仮設物 ・　できない）

　１３．
その他
工事用電力、水

章 項目 特記事項
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　１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事
１．共　通　仕　様

２．工事仕様

　２）特記事項において選択する事項は○印のついたものを適用する。但し○印のない場合は※印を適用する。

　　　編）（平成２２年版）」（以下「標準仕様書」と言う。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成２２年版）
　　　（以下「改修標準仕様書」と言う。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（平成２２年版）」（以下「標準図」
　　　と言う）による。

　２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
　　　なお、電気設備工事の工事仕様書は（　／　　）図、建築工事の工事仕様書は（　／　）図による。

２．特　記　仕　様

　１）章及び項目は番号に○印の付いたものを適用する。

　　　○印と※のついた場合は、共に適用する。○

請負金額が５００万円以上の工事については、工事実績情報を作成し（財）日本建設情報総合センターに登録する。１．工事実績情報の

登録

工事を施工するために、締結した下請契約の代金の総額が３，０００万円以上になる工事は、施工体制台帳等を提出する。２．施工体制台帳

体系図の提出

３．工事保険等 １）建設業退職金共済に加入し、以下の項目を厳守すること

（１）建退共制度の発注者用掛金収納書を契約後１ケ月以内に契約者に提出する。

（２）当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。

（３）未加入下請業者に対して加入を指導する。

２）建設労災補償共済に加入

（１）建設労災補償制度への加入証明書等を契約後１ケ月以内に契約者に提出する。

３）火災保険、組立保険、賠償責任保険、その他の保険に加入する。

　（保険期間は、原則として工事着工日から工期最終日＋１４日以上とする）

工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署への必要な届出、手続き等を遅滞なく行う。４．官公署への

なお、当該手続きに係る費用は請負者の負担とする。

１）本工事に使用する設備機材等は、別表３及び図面に記載されたもの又は、これらと同等のものとする。５．機材等

　　ただし、機材は監督職員の承諾を受ける。

２）この特記仕様書でいうステンレス鋼とは、ＪＩＳＧ４３０３，４３０４，及び４３０５によるＳＵＳ３０４、

　　３１６、及び４３０をいう。

３）アスベストを含有していないこと。

手続き

　設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」６．機材の品質・性能

　（（社）公共建築協会）による場合は評価書の写しを監督職員に提出する。

７．主任技術者等の 下記の区分の主任技術者を置き、資格を証明する資料を提出すること。

・　資格の区分１

次の（イ）又は（ロ）に掲げる者

　（イ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術検定（以下「技術検定」という。）のうち、

　　　　１級の管工事施工管理の検定種目に合格した者

　（ロ）技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第ニ試験のうち、技術部門を機械部門、上下水道部門又は衛生工学部門を

資格

証明

・　資格の区分２

次の（イ）又は（ロ）に掲げる者

　（イ）技術検定のうち、１級又は２級の管工事施工管理の検定種目に合格した者

　（ロ）資格の区分１の（ロ）に掲げる者

・　資格の区分３

次の（イ）又は（ロ）に掲げる者

　（イ）建設業法第７条第２号イ又はロに定める実務経験を有する者　　　

（ロ）昭和４７年建設省告示第３５２号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者

合格した者

　・　配管施工（配管工事）　　８．技能士の適用

　・　熱絶縁施工（保温工事）　

９．電気保安技術者

１０．
試験
機材検査に伴う

１１．工事監督業務の一部委託

　１）本工事は、発注者又は建設工事請負契約書（以下「契約書」という。）第９条に基づく監督員（以下「監督員」

　　　という。）が行う監督業務の一部を委託し、職員以外のもの（以下「管理技術者等」という。）が監督業務の一部を実施する。
　２）受注者又は契約書第１０条に定める現場代理人及び主任技術者等（以下「現場代理人等」という。）は、管理技術者等が監督員に代わり現場で立会等をする場

　　　合には、その業務に協力しなければならない。また、書類の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、管理技術者等は、
　　　指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。

３）請負者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。　

２）請負者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

４）効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

　４）監督員の指示により、現場代理人等が監督員に対して行う報告又は通知等は、管理技術者等を通じて行うことができるものとする。

１２．本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて
１．野球場

・　雨水槽

機材の試験は、標準仕様書第１編１．４．５によるほか別表－１による。

　・　要（　・　電気主任技術者　・　監督員が承諾した者）　・　不要

・　建築板金施工（ダクト製作及び取付け）

・　冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付）

製

検

図

図

作成：

１３　　下請業者の県内企業優先活用
　　　　請負業者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に有するもの）から選定するように努めなければならない。

１４　　不発弾等発見時の処理について
　　　　本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署（交番、駐在所）に報告すると共に、監督職員を通じて関連市町村

　　　　上記については、下請業者へも周知すること。
　　　　また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊により指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。

　　　　（防災主管課）沖縄県知事公室防災危機管理課及び土木建築部技術管理課に報告すること。



施工業者　有限会社　大成エンジニア

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６住所　うるま市字具志川２６１番地

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

工期　

整理番号

図面番号 Ｍ
図面名称 特記仕様書（機械設備）　その２

０２

機器、配管、ダクト等は耐震を考慮し堅個に据え付け、取付及び支持を行う。耐震措置の計算及び施工方法は、次に２７．耐震施工

（１）機器の設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯層にあっては有効重量）に、次に示す

掲げる（１）及び（２）を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針（２００５年版）」（建設省住宅局建設指導課監修）による。

設計用標準　震度（下表中、固定の　機器／防振支持の機器／水槽類）を乗じたものとする。

・　特定の施設

０．６／１．０／１．０

１．０／１．５／１．０

１．５／２．０／１．５２．０／２．０／２．０

１．５／１．５／１．５

１．０／１．０／１．５

設置場所 重要機器 一般機器

上層階、屋上及び塔屋

１階及び地下階

中間階

・　一般の施設

１．５／２．０／１．５

１．０／１．５／１．０

０．６／１．０／１．０ ０．４／０．６／０．６

０．６／１．０／０．６

１．０／１．５／１．０

設置場所 重要機器 一般機器

上層階、屋上及び塔屋

１階及び地下階

中間階

上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

１３階建以上の場合は上層４階、中間階とは地下階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　重要機器類は次のものを示す。

　・　給水装置　・　排水装置　　・　換気機器　　　・　空調機器

　・　熱源機器　・　防災設備　　・　　監視制御設備　・　危険物貯蔵装置

　・　火を使用する設備　　　　・　避難経路上に設置する機器

（２）機器の設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とした値とする。

（３）１００Ｋｇ以下の軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）においても耐震を考慮し、据付け又は

　取付を行うものとする。

機器接続部の絶縁処置は２８．絶縁処置 　・　要（　・　図示　・　　　　　　　）　・　不要

電線管及び電線は図示によるほか下記による。２９．電線管及び電線

（１）屋内露出　　　　　・　ねじなし電線管 　・　薄鋼電線管　　 　・　ＶＥ

（２）屋内いんぺい　　　

　　　コンクリート埋設　

・　ＰＦ管（一重管）

・　ＣＤ管 　　・　ＰＦ管（一重管）

（３）屋外露出　　　　　・　ＨＩＶＥ

（４）土中　　　　　　　・　ＦＥＰ管　

（５）可とう電線管　　

（６）電線　　　　　　　

（７）ケーブル　　　　　

に関する資料

い

・　ＥＭケーブル　　　・　ＣＶケーブル

　・　二種金属製可とう電線管

・　ＥＭ電線　　・　ビニル絶縁電線

・　ＨＩＶＥ　　・ＶＥ

　・　厚鋼電線管

１）別表－２による（配線は接続を含むものとする）ただし、図示されたものを除く。３０．他工事との取り合

２）各項目に必要な位置、大きさ、数量等は他工事の施工に支障をきたさないよう速やかに明示し、監督員と打ち合わせる。

３１．ＣＡＤデーターの
貸与

・　本工事では設計図ＣＡＤデータを貸与するものとし、貸与されたＣＡＤデータを本工事における施工図または完成図の作成の

　ため以外に使用してはならない。　ＣＡＤデータの著作者（　うるま市　）

完成図及び保全３２． 　１）本工事は電子納品対象工事とする。

　（１）工事完成時の提出図書は電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で納品する。電子納品に関する基準は、入札説明書によるほか、

　　　監督員の指示による。

　　２）保全に関する資料　

　　　　　※　電子納品により提出するＣＤ－Ｒは１部、図書で２部納品する。

　　　・　　監督員の指示による。　　

　　請負者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。

３）ゆいくる材に関する図書

　　　　　ゆいくる材利用状況報告書

　　　　　ゆいくる材出荷量証明書

　　　　　再生資源利用実施書・同利用促進実施書

※電子化する費用は共通費に含まれるものとする。

「建築工事安全施工技術指針」及び「建設工事公衆災害防止対策要網建築工事編」により、施工の安全確保を図ること。

３３．

３４．施工の安全確保

電子納品業務

　　　測定対象の化学物質は下記のとおりとする。

３５．化学物質の検査 ※建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定

※実施する　　 　・　実施しない

濃度指針値（２５℃の場合）測定対象化学物質

・　ホルムアルデヒド

・　トルエン

・　キシレン

・　スチレン

０．０８ｐｐｍ

０．０７ｐｐｍ

０．２０ｐｐｍ

０．０４ｐｐｍ

０．８８ｐｐｍ

０．０５ｐｐｍ

・　パラジクロロベンゼン

・　エチルベンゼン

測定方法に関する基準

　・　「官庁営繕部における平成１５年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置

　について」（国営建第１号平成１５　年４月１日）による。

　・　「学校における室内空気汚染対策について」（Ｈ１５ス学健第１１号平成　１５年７月４日）による。

　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

測定対象室及び測定箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※測定対象化学物質が、濃度指針値を越えた濃度で検出された場合には、引渡しは受けない。

３６．情報共有システム

の使用
本工事は、沖縄県が指定する沖縄県ＣＡＬＳシステム（情報共有システム）を使用する。現場事務所等に、沖縄県ＣＡＬＳシステムが

のデータを共有・交換するものである。（※設計金額１千万円以上の工事は原則として使用する。）

を介して打合簿、図面等の各種データのやり取り（決裁を含む）を行い、情報共有サーバーを用いてそれら

　沖縄県ＣＡＬＳシステム（情報共有システム）とは、工事の施工期間中において、受発注者間でインターネット

不可能な場合は監督員と協議すること。

使用可能なインターネット環境及びパソコンを整えること。なお、現場状況等により、当該整備が

沖縄県ＣＡＬＳシステム使用許諾料を支払ったときは、すみやかに監督員に支払いの事実を報告し確認を受けること。

３７．沖縄県ＣＡＬＳ 請負者は、沖縄県ＣＡＬＳシステムの使用許諾料を、沖縄県がＣＡＬＳシステム運営業務を委託している者に支払うこと。

３８．支払証明

許諾料の支払い
システム使用

（支払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写し等）を提出）

※工事の一時中止に係る計画の作成３９．工事の一時中止

に係る事項

　注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（工事検査合格通知書における日付）とする。

（１）　建設工事請負契約約款第２０条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における

　　工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

　　場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

（２）　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等

の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現

４０．交通安全管理 国道５路線及び県道７路線における警備業者が行う警備業務に関する検定合格警備員の配置（沖縄県公安委員会告示第１６３号）

　・　配置する（　　　ヶ月×　　　人） 　※配置しない

４１．主任技術者 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任

監理技術者
・　請負契約の締結の日の翌日から平成　年　月　日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への

　専任を要しない。　

※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始される

　までの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日

　については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。　

※工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っ

　ている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発

ボルト・ナット及びビスは、座金を介して取り付ける。（ただし機器等で現場に搬入される前に取り付けられたものを抜く）その他４２．

２
　・　アングルフランジ工法とする。

１）長方形ダクト１．ダクト工法

　・　コーナーボルト工法（　

　　アングルフランジ工法ダクトとする。

２）円形ダクトは（　

※低圧ダクト　　

下記の箇所に風量測定口を取り付ける。

２．

３．

ダクトの区分

風量測定口

・　高圧１ダクト　　・　高圧２ダクト

・　共板工法　 ・　スライド工法）とする。ただし、長辺の長さが１５００ｍｍを超えるダクトは

・　スパイラルダクト 　・　消音スパイラルダクト）とする。

（１）送風機吐出側又は吸い込み側

（２）外気取り入れダクト

（３）その他、図示する箇所

１）外壁に面するガラリに取り付けるチャンバー及びダクトは（※ステンレス鋼製　　４．チャンバー等

　　樹脂コーティングを施したもの）とし範囲は図示による。また必要に応じ排水用コックを設ける。

２）内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

３）空気調和機に取付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りしたチャンバーには

　　点検口を設け、大きさは図示による。

４）ガラリに直接取り付けるチャンバー類は雨水の滞留のないように加工する。

消音内貼り材は（　５．消音内貼り

・　亜鉛鉄板製とし内面をエポキシ

・　ロックウール　　・　グラスウール）とする。

１）ユニバーサル形吹出口（　６．吹出口、吸込口 ・　アルミ製　 ・　鋼板製）

の材質 ２）シーリングディフューザー形吹出口（ 　・　アルミ製　 ・　鋼板製）

３）ノズル形吹出口（ノズル（　 ・　アルミ製　 ・　鋼板製））

４）吸込口（　・　アルミ製　 ・　鋼板製）

※遠隔復帰式（電圧ＤＣ２４Ｖ電流０．７Ａ以下）　７．防煙ダンバー

たわみ継手での漸拡、漸縮などの変形は禁止する。８．たわみ継手

・　メカニカルタイプ　　９．定風量ユニット

・　手動復帰式

・　風速センサータイプ　 　・　絞り式 ・　バイパス式　　
変風量ユニット

ダンバ－類の寸法は、接続されるダクトの寸法と同じとする。１０．

空
気
調
和
設
備

類の大きさダンバー

別表－３－（１）による。ただし図示されたものを除く。１１．配管材料

下記による。ただし、図示されたものを除く。１２．弁類

（１）弁のＪＩＳの呼び圧力は〔・５Ｋ　　・１０Ｋ　　］とする。

（２）弁類の呼び径は、接続される管の呼び径と同じとする。

取り付け箇所は標準仕様書によるほか、下記の箇所に取り付ける。１３．温度計

１）空気調和機回りの給気ダクト、換気ダクト、外気ダクト

２）その他上記以外の箇所で図示する箇所

コック付きとし、取り付け箇所は標準仕様書によるほか、図示によるものとし、方式は（　１４．瞬間流量計 ・　オリフィスプレート式　・　ピトー管式）とする。

　（２）冷水・冷温水管（

１）保温材は１５．保温

　（１）ダクト　　　　（　・　ロックウール 　・　グラスウール　 ・　ポリスチレンフォーム）とする。

　（３）ドレン管　　　（　・　ロックウール

　・　ロックウール 　・　グラスウール　　・　ポリスチレンフォーム）とする。

　（４）蒸気管　　　　（

２）保温外装材は標準仕様書第２編３．１．４によるほか、下記による。

　・　ロックウール

　・　グラスウール　

　・　グラスウール）とする。　

・　ポリスチレンフォーム）とする。

　（１）ダクト［屋内露出（居室、廊下）］

　　　・　亜鉛鉄板　

　（２）ダクト［屋内露出（書庫、倉庫、機械室、共同構）］

　　　・　亜鉛鉄板　

　（３）ダクト［屋外露出など］

　　　・　亜鉛鉄板　

　（４）配管［屋外露出など］

　　　・　亜鉛鉄板

　（５）冷媒管［屋外露出など］

　　　・　保温化粧ケ－ス（スリムダクト）　

　　　・　アルミニウム板　

・　カラー亜鉛鉄板 　・　アルミニウム板　 ・　ステンレス鋼板

・　カラー亜鉛鉄板 　・　アルミニウム板　 ・　ステンレス鋼板

・　カラー亜鉛鉄板 　・　アルミニウム板　 ・　ステンレス鋼板

　・　カラー亜鉛鉄板 　　・　アルミニウム板　 　・　ステンレス鋼板

・　カラ－亜鉛鉄板

・　ステンレス鋼板

３）標準仕様書第２編　表２．３．７中の種別Ⅲ（冷水管のみ）の保温材の厚さを、下表に読み替える。

ポリスチレンフォーム・　ハ

グラスウール 冷水管・　ロ

ロックウール・　イ

種別
呼び径

参　考　使　用　区　分

Ⅲ

１５～５０ ６５～３００

４０ ５０

４０ ５０

４０ ５０

４）冷水管の保温にポリスチレンフォ－ム保温材を使用する場合の施工順序は下記によるものとし、ポリスチレン

　　フォーム保温筒は、その合わせ面の全てを接着剤で貼り合わせた上その合わせ面の全てを粘着テ－プで貼る。

　（１）屋内露出（一般居室、廊下）

　　　　１．保温筒　２．ポリエチレンフィルム　３．合成樹脂製カバー

　（２）屋内露出（書庫、倉庫、機械室、共同溝）

　　　　１．保温筒　２．ポリエチレンフィルム　３．アルミガラスクロス

　（３）天上内、パイプシャフト内

　　　　１．保温筒　２．ポリエチレンフィルム　３．アルミガラスクロス

　（４）床下、暗渠内

　　　　１．保温筒　２．ポリエチレンフィルム　３．着色アルミガラス

　（５）屋外露出

　　　　１．保温筒　２．ポリエチレンフィルム　３．外装材

５）空気抜管の保温は、不要とする。ただし、冷水管などの分岐点より５００ｍｍまでの部分は、当該管の保温種別に

　　よる保温を行う。

６）膨張管（補給水管を含む）の保温は当該管の保温種別による保温を行う。

７）膨張タンク（補給水タンク）の保温は不要とする。

８）標準仕様書第２編　表２．３．２の注の１０の（ニ）にかかわらず、直接外気で換気されている部屋を通過する

　　還りダクトは保温を行う。なお、保温種別は表２．３．２の一般ダクトの項による。

９）ユニット形空気調和機、ファンコイルユニット、パッケージ形空気調和機の排水管の保温は、標準仕様書第２編

　　３．１．５の配水管の項による。

１６．設計温湿度条件
室　　　　　　内

一　般　系　統

℃ ％

外　　　　　気

夏季

冬季 ℃ ％

℃ ％ ℃ ％

温度（Ｄ．Ｂ） 湿度（ＲＨ） 温度（Ｄ．Ｂ） 湿度（ＲＨ）

３

換
気
設
備

１）矩形ダクト１．ダクト工法

　　※アングル工法とする。

　　・　コーナーボルト工法（　

　　　ダクトは、アングル工法ダクトする。

２）円形ダクトは、スパイラルダクトとする。

※低圧ダクト　２．ダクトの種別

１）排気フードは、ステンレス鋼板製とし、板厚は１．０ｍｍ以上とする。３．排気フード

２）排気フードに取り付ける照明器具は、別途とする。

３）排気フードに取り付ける照明器具ボックスは、防湿及び防油の性能を有し照明器具を容易に取り付け・取り

　　外しができる構造のものとする。

チャンバー、吹出口・吸込口の材質、防煙ダンパー、たわみ継手、ダンパー類の大きさについては「冷房設備４．その他

空気調和設備」の当該事項による。

４

排
煙
設
備

※亜鉛鉄板製　１．ダクトの種別

※手動及び遠隔操作可能なもの　２．排煙口開放装置

・　高圧１ダクト 　・　高圧２ダクト

・　共板工法　 　・　スライド工法）とする。ただし、長辺の長さが１５００ｍｍを超える

・　手動

・　鋼板製

建築設備定期検査業務指導書（日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。３．排煙風量測定

５

自
動
制
御
設
備

・　有　　１．中央監視制御

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）図による。２．中央監視制御

装置の機能

使用する電線はＥＭ電線とし、規格は標準仕様書第４編表４．２．１１の使用する電線類の規格による。（機器、盤類は除く）３．計装工事の配線

屋外・屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配管は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

・　無

６ 衛生陶器の色は（　

ロータンク方式の場合は側面上部給水形とし、レバーは長柄レバーとする。２．

１．

身障者用便器

衛生陶器の色

衛
生
器
具
設
備

小便器洗浄方式 小便器の洗浄方式は下記による。３．

・　白　 ・　監督職員の指示による。・　　　　　　）とする。

・　個別感知方式　　（自動）

・　フラッシュバルブ（手動）

電源供給方式（　自動水栓４． ・　ＡＣ１００Ｖ　・　乾電池　 ・　自己発電方式　）

小便器自動洗浄装置及び組込み小便器の洗浄水量は４Ｌ／回以下とし、使用状況により洗浄水量を制御できるものとする。５．小便器自動洗浄
装置

・　設ける（ピット内は除く）　６．和風大便器耐火
カバー

　・　設けない

７

給
水
設
備

湯沸室、台所、厨房内は泡沫水栓とする。１．給水栓

量水器は、計量法に定める検定合格品とする。２．量水器

１）親メーター（※貸与品　 ・　買取り）とする。

２）子メーター（　・　貸与品 　※買取り）とする。

※水道事業者指定品（　３．量水器桝 ・　貸与品 　※買取り）　・　標準図ＭＣ形

別表－３による。ただし、下記のもの及び図示されたものを除く。４．配管材料

水道引込部分（メーターまで）（　　　　　　　　　　　　　　　　）

下記による。ただし、図示されたものを除く。５．弁類

１）弁のＪＩＳの呼び圧力は下記による。

　　（１）水道直結部分〔　・　１０Ｋ　　　・　　　　　〕とする。

　　（２）その他の部分〔　・　５Ｋ　　　・　　　　　〕とする。

２）弁類の呼び径は、接続される管の呼び径と同じとする。

※要　・　不要

※保温は、全て不要とする。７．

６．水道引込負担金

保温

・　保温、標準仕様書第２編３．１．５の施工箇所のうち　（　

　とし、その他の箇所は不要とする。

１）舗装部分は（　８．地中埋設標

２）その他は　（

・　個別検針　９．検針方式

・　地階　 ・　屋内露出　 ・　天井内　　・　パイプシャフト内　・　　　　　　）

・　コンクリート製

　・　コンクリート製

　・　鉄製）とする。

　・　鉄製）とする。

　・　集中検針

製

検

図

図

作成：



施工業者　有限会社　大成エンジニア

建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号

ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６住所　うるま市字具志川２６１番地

自　平成24年11月27日
至　平成25年 2月 8日

工期　

備　　　　　考

検 図

作成：

建築設備に関し意見を聴いた者の

氏　　　名　内　田　敦

事　務　所　有限会社　内田設計　　　　ＴＥＬ：（０９８）　９３７－０８５２

所　在　地　沖縄市仲宗根町30番10号

製 図 整理番号

図面番号 Ｍ
図面名称 特記仕様書（機械設備）　その３

０３

８

排
水
設
備

配管材料 別表－３による。ただし、図示されたものを除く。１．

洗面器及び手洗い器に接続する排水管の呼び径は、器具トラップより１サイズ大きいものとする。洗面器等の排水管２．

流し等の排水管 公団型流しなどの床上露出部分の配管接続は本工事とし、その配管材料は接続される管の材質の如何にかかわらず、３．

硬質塩化ビニール管（ＶＰ）としてもよい。

満水試験継手

放流納付金等 ・　要　　　

標準仕様書第２編２．４．８（ｆ）による箇所のほか図示する箇所に取り付ける。

５．

４．

・　不要

試験 衛生器具等の取付け完了後に行う試験は（※通水試験　・煙試験）とする。６．

保温 ・　保温は全て不要とする。７．

・　保温（空調用の排水は除く）は、標準仕様書第２編３．１．５の施工箇所のうち

　（　・　地階　

　とし、その他の箇所は不要とする。

・　屋内露出 　・　天井内　・　パイプシャフト内　・　　　　　　）

９

給
湯
設
備

別表－３による。ただし、図示されたものを除く。配管材料１．

下記による。ただし、図示されたものを除く。弁類２．

１）弁のＪＩＳの呼び圧力は　〔　

２）弁類の呼び径は、接続される管の呼び径と同じとする。

保温材３． 保温材は（　 ・　ロックウール 　・　グラスウール）とする。

・　５Ｋ　　　・　１０Ｋ　　　〕とする。

１０

消
火
設
備

別表－３による。ただし、図示されたものを除く。配管材料１．

下記による。ただし、図示されたものを除く。弁類２．

１）弁のＪＩＳの呼び圧力は　〔

２）弁類の呼び径は、接続される管の呼び径と同じとする。

・　ＨＢ－１Ａ　屋内消火栓箱３．

・　ＨＢ－４Ａ　

・　粉末（　　　　　）　　　消火器具４．

建物導入部配管５． 標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）の（　

　・　１０Ｋ　　　・　２０Ｋ　　　〕とする。

・　ＨＢ－１Ｂ　・　ＨＢ－２Ａ　・　ＨＢ－２Ｂ

・　ＨＢ－４Ｂ

・　泡（　　　　　）

・　（ａ）　・　（ｂ）　・　（ｃ））による。

１１

厨
房
設
備

表示された寸法は概略寸法とする。機器の寸法１．

・　製造者の標準形とする。制御盤、操作盤２．

据付に使用するボルト、ナット等はステンレス鋼製とする。ボルト、ナット３．

　・　図示による。

１２

ガ
ス
設
備

※本工事（図示による）　　　　　

・　マイコンメーター連動方式　　　ガス遮断装置

ガス漏れ警報器

７．

６． ・　別途工事

・　遮断弁連動方式

別表－３による。ただし、図示されたものを除く。配管材料１．

別途（充てん容器２． 　・　５０ｋｇ　　　　　　・　　　　　）×　　本

標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による　　　本組集合装置３．

標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）の（　４． 転倒防止等 ・　（Ａ）　・　（Ｂ））による。

ガスメーターは、計量法に基づく検定対象のものは検定合格品とし、検定対象以外のものはガス事業者の承諾したものとする。５． ガスメーター

・　親メーター（※貸与品　・　買取り）　・　子メーター（　・　貸与品 　※買取り）

・　要　　・　不要電気防食９．

・　要（　引込負担金等８． ・　別途工事　・　本工事）　　・　不要

１３

排
水
処
理
設
備

・　合併処理（　処理種別１．

・　小規模合併処理（　

一定期間経過後、放流水質性能等を記入した測定表を提出する。

・　ユニット形　　

測定表

形式

３．

２．

・　接触ばっき方式　

・　分離接触ばっき方式　

・　現場施工形

・　長時間ばっき方式）

・　嫌気ろ床接触ばっき方式）

１４

撤
去
工
事

保温材は、配管・ダクト等より分離する。保温材１．

ダクト及び配管等の支持金物・吊りボルト等は本工事にて撤去する。支持金物等２．

冷凍機等の撤去に伴う冷媒回収方法は、以下による。冷媒３．

１）冷媒の抜き取りは、フロン回収破壊法に基づき登録された第１種フロン類回収業者により行う。（フロン系の回収）

２）冷媒の抜き取りは、高圧ガス保安法施行令関係告示（平成９年３月２４日通商産業省告示１３９号）の規定に

　　適合するフルオロカーボン回収装置及び付属品により行う。

３）フルオロカーボン回収装置から取り出した容器（冷媒が充填されているもの）は、高圧ガス保安法に従い適正に取り扱う。

４）監督員に次の書類の写しを提出すること。

　　（１）第１種フロン類回収業者登録書

　　（２）フロン類回収量の記録　　

１）冷媒の破壊処理は、フロン回収破壊法に基づき許可されたフロン類破壊業者により行う。冷媒４．

２）監督員に次の書類の写しを提出すること。（フロン系の破壊）

　　（１）フロン類破壊業者許可書　

　　（２）フロン破壊数量の記録　　

撤去された冷凍機は、冷凍機本体の主要な部分を穿孔するなどし、再使用することが不可能な状態にすること。冷凍機の処理５．

機　材　等

別表－１　機材などの検査又は試験の内容

検査又は試験の内容

自動制御

浄化槽

流し類

カウンター

身障者用手すり

インサート

樋

化粧鏡

電気配管配線

換気扇の取付枠

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

・　電気配管

・　電気配線

・　電源供給

・　基礎杭

・　根切り、埋戻し

・　残土処理

・　土止め工事

・　保護砂

・　湧水処理

・　送風機室（換気用送風機を含む）

・　操作盤までの１次側電気工事

・　操作盤以降の２次側電気工事

・　立て樋接続用埋設横引管

・　同上配管接続

・　衛生器具廻り

・　その他手すり

・　コンクリート躯体

・　基礎コンクリート

・　はめ込洗面器のカウンター

・　インサート

・　防護柵

・　台所流し台、手洗い流し（ＳＵＳ人研ぎ共）

・　衛生陶器メーカー規格外の物

・　ルーフドレイン及び立て樋

・　上記の配線

・　上記の配管、配線

・　電極棒及びフロートスイッチの本体

　　の間の配管

・　上記の配線

　　スイッチ間の配管

・　パッケージ型空気調和機などで屋内機と屋外機と

・　機械付属の制御盤及び操作盤以降の配管、配線

・　機器付属の制御盤及び操作盤への電源供給配管、配線

・　天井吊り機器（空調機、空調換気扇）の本体と操作

・　綱枠

外気取付ガラリ

天井、壁の切り込み ※

※

　（吹出口、吸込口、消火栓など）

・　ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

・　下地組み、ボード類の切り込み

貫通スリーブ

（梁、床、壁）

（梁、床、壁）

箱入れ

工　　事　　内　　容

機器の基礎

別表－２　他工事との取り合い

※

※

※

※

※

※

本工事

（機械）

別　途　工　事

（電気） （建築）

※

※

※

・　補強鉄筋

・　スリーブ

・　スリーブの穴埋め

・　箱入れ

・　補強鉄筋

・　型枠の穴埋め

・　屋上設置（架台、アンカーボルトを除く）

・　屋内設置

・　屋外設置（架台、アンカーボルトを除く）

・　架台、アンカーボルト

※

別表－３－（１）　配管材料選定表

屋内一般

冷温水管

土中（屋内）・（屋外）屋外露出

　（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　一般配管用ステンレス鋼管

　（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　一般配管用ステンレス鋼管

　（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

　　鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６）冷却水管

・　水道用硬質塩化ヒ゛ニルライニンク゛ ・　水道用硬質塩化ヒ゛ニルライニンク゛ ・　水道用硬質塩化ヒ゛ニルライニンク゛

※配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２） ・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２） ※配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

　　鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） 　　鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６）

　（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　一般配管用ステンレス鋼管

　（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　一般配管用ステンレス鋼管

　（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　一般配管用ステンレス鋼管

ドレン管
・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）

※配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）

※配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）

膨張管
補給水管

（給水給湯共）

冷媒管
・　保温厚 （　・　１０ｍｍ

・　銅管（Ｌタイプ）（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

※断熱材被覆鋼管（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

・　保温厚 （　・　１０ｍｍ

・　銅管（Ｌタイプ）（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

※断熱材被覆鋼管（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

・　保温厚 （　・　１０ｍｍ　

・　銅管（Ｌタイプ）（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

※断熱材被覆鋼管（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

・　一般配管用ステンレス鋼管

※主管に準ずる。 ※主管に準ずる。 ※主管に準ずる。

・　２０ｍｍ）　・　２０ｍｍ）　・　２０ｍｍ）

別表－３－（２）　配管材料選定表

屋内一般 屋外露出 土中（屋内）・（屋外）

・　水道用ポリ塩化ビニル管

・　水道用硬質ポリ塩化ビニル管

・　一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

　　鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６）

・　水道用硬質塩化ビニルライニング

（ＪＩＳ　Ｋ　６７４２（ＶＰ））

　ＪＩＳ　Ｋ　６７４２（ＨＩＶＰ）

・　水道用硬質塩化ビニルライニング

・　一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

　　鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６）

（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　水道用ポリ塩化ビニル管

・　水道用硬質塩化ビニルライニング

・　一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

・　水道用硬質ポリ塩化ビニル管

　　鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６）

（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

（ＪＩＳ　Ｋ　６７４２（ＶＰ））

（ＪＩＳ　Ｋ　６７４２（ＨＩＶＰ））

（ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）

・　硬質ポリ塩化ビニル管

・　鉛管（ＨＡＳＳ　２０３）

・　耐火２層塩化ビニル管

・　硬質ポリ塩化ビニル管

（ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）

・　排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管

　（ＡＳ－５８）

・　ヒューム管　（ＪＩＳ　Ａ　５３０３）

・　硬質ポリ塩化ビニル管　（ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）

・　耐火２層管

・ヒューム管　（ＪＩＳ　Ａ　５３０３）

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳＫ　６７４１） ・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳＫ　６７４１） ・硬質ポリ塩化ビニル管　（ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）

・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・耐火２層管

・建物排水用リサイクル発泡三層硬質

・建物排水用リサイクル発泡三層硬質

・硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳＫ　６７４１） ・硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳＫ　６７４１） ・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳＫ　６７４１）

・配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２） ・配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２） ・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

　（※Ｍタイプ　　

（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　被覆銅管　　（ＪＩＳ　Ｈ　３３３０）

・　銅管（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

・　一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

・　銅管（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

　（※Ｍタイプ　

（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　被覆銅管　（ＪＩＳ　Ｈ　３３３０）

・　一般配管用ステンレス鋼管（拡管式）

・　銅管（ＪＩＳ　Ｈ　３３００）

　（※Ｍタイプ　　

・　被覆銅管　（ＪＩＳ　Ｈ　３３３０）

（ＪＩＳ　Ｇ　３４４８）

・　耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ・　耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ・　耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管

（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　圧力配管用炭素鋼鋼管

・　配管用炭素鋼鋼管

・　圧力配管用炭素鋼鋼管

（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　配管用炭素鋼鋼管 ・　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

・　一般配管用ステンレス鋼管（水槽中）

（ＷＳＰ　０４１）

・　ポリエチレン管

・　Ｓｃｈ４０　 ・　Ｓｃｈ４０　

・　ＳＧＰ－ＶＳ・ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ（Ｓｃｈ４０）

・　塩化ビニル被覆鋼管 ・　塩化ビニル被覆鋼管

・　塩化ビニル被覆鋼管

・　配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）

・　ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４６９） ・　ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４６９）

・　配管用炭素鋼鋼管　（ＪＩＳ　Ｇ　３４５２） ・　ポリエチレン被覆鋼管（ＪＩＳ　Ｇ　３４６９）

注１　空気抜き管は、主管と同じ材料とする。

注２　耐火２層管は（財）日本消防設備安全センター「性能評定」マークの貼付されたものを使用する。

給水管

汚水管

雑排水管
雨水管

通気管

給湯管

消火管

ガス管

・　耐火２層塩化ビニル管

・　Ｌタイプ）　・　Ｌタイプ）・　Ｌタイプ）

・　Ｓｃｈ８０（ＪＩＳ　Ｇ　３４５４）・　Ｓｃｈ８０（ＪＩＳ　Ｇ　３４５４）

・　建物排水用リサイクル発泡三層硬質

　ポリ塩化ビニル管　（ＪＩＳ　Ｋ　９７９８）

・　建物排水用リサイクル発泡三層硬質

　ポリ塩化ビニル管　（ＪＩＳ　Ｋ　９７９８）

　ポリ塩化ビニル管　（ＪＩＳ　Ｋ　９７９８）

　ポリ塩化ビニル管　（ＪＩＳ　Ｋ　９７９８）

　・リサイクルポリ塩化ビニル管

（ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） （ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） （ＪＩＳ　Ｋ　６７７６）

注１　空気抜き管は、主管と同じ材料とする。

ドレン管

２）図面内のメーカー用製品番号は参考程度とするが、別メーカーを使用する場合は比較表を作成し承諾図に添付する事。

１）承諾図を提出する際に必ず設計図面と照らし合わせながらチェックマーク（　）を記入したのを提出する事。

又、配管・配線等は使用する名称にカラーマーカーで示して下さい。



備

考 工事場所
図面名称

工事名称

縮尺

図面番号

具志川野球場建築改修工事

うるま市字大田５１４（具志川運動公園内）空調機器表 Ｍ－０４

記　 号 名　 称 機　 器　 仕　 様 φ V HZ

空調機器表

備　 考出力( KW)

Ａ Ｃ Ｒ －１
エアコン

ルーム

空調機はグリ ーン購入法対応品と し 、 冷媒は新冷媒と する。

室外機ケーシング内外両面及び室外機フ ィ ンは耐食表面処理を施し 、 補償期間は５ 年間と する。 （ フ ィ ンは除く ）

能力はＪ Ｉ Ｓ 条件時と する。

６ .

５ .

４ .

３ .

２

１ .

数　 量

付 属 品： ワイヤレスリ モコン

型　 　 式： 壁掛形（ インバータ ー）

送風量： 標準風量

冷房能力： ２ ． ２ Ｋ Ｗ( Ｊ Ｉ Ｓ  Ｃ  ９ ６ １ ２ ）

６ ０１ ０ ０１

送(外)： ０ ． ０ ４

圧： ０ ． ６ グリ ーン購入法適合品

室外機防錆処理仕上

フィ ンコート 共

１送(内)： ０ ． ０ ４

Ａ Ｃ Ｐ －１
エアコン

パッ ケージ

付 属 品： ワイヤレスリ モコン

型　 　 式： 壁掛形（ インバータ ー）

送風量： 標準風量

冷房能力： ４ ． ０ Ｋ Ｗ( Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 　 ８ ６ １ ６ ）

暖房能力： ４ ． ５ Ｋ Ｗ( Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 　 ８ ６ １ ６ ） ６ ０２ ０ ０３

送(外)： ０ ． ０ ６

圧： ０ ． ８ グリ ーン購入法適合品

室外機防錆処理仕上

フィ ンコート 共

２送(内)： ０ ． ０ ４ ７

Ａ Ｃ Ｐ －２
エアコン

パッ ケージ

付 属 品： ワイヤレスリ モコン

型　 　 式： 壁掛形（ インバータ ー）

送風量： 標準風量

冷房能力： ５ ． ６ Ｋ Ｗ( Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 　 ８ ６ １ ６ ）

暖房能力： ６ ． ３ Ｋ Ｗ( Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 　 ８ ６ １ ６ ） ６ ０２ ０ ０３

送(外)： ０ ． ０ ９

圧： １ ． ３ グリ ーン購入法適合品

室外機防錆処理仕上

フィ ンコート 共

２送(内)： ０ ． ０ ４ ７

室外機等は、転倒防止用ステンレスワイヤー（φ４ｍｍ以上）、その他付属品一式を付属する。

冷媒管の露出部分は樹脂製ダクト仕上げとする。

電気容量は参考値とする。

暖房能力：２．５ＫＷ(ＪＩＳ Ｃ ９６１２）

工期　
建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号 自　平成24年11月27日

至　平成25年 2月 8日
施工業者　有限会社　大成エンジニア

住所　うるま市字具志川２６１番地 ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

注　 記



Ｄ

ＶＰ１３Ａ

記　 号 配管径（ 液側／ガス側）

①

②

６ ． ３ ５ Φ／９ ． ５ ２ Φ

　 ・ ・ ・ 冷媒管

　 ・ ・ ・ ド レ ン 管

１ ） 冷媒管、 ド レ ン 管、 の壁貫通は

  　 機械はつり 補修有り 。

ド レン管ＶＰ １ ３ Ａ

ド レン管ＶＰ １ ３ Ａ

ド レン管ＶＰ １ ３ Ａ

立下り化粧カバー使用

立下り化粧カバー使用

露出配管

（ 化粧カバー使用）

露出配管

（ 化粧カバー使用）

露出配管

（ 化粧カバー使用）

立下り 露出配管

（ 化粧カバー使用）

立下り露出配管

（ 化粧カバー使用）

立下り露出配管

（ 化粧カバー使用）

立下り 露出配管

（ 化粧カバー使用）

天井内いんぺい配管

天井内いんぺい配管

天井内いんぺい配管

２ ） ド レ ン 管の露出部分は塗装共。

６ ． ３ ５ Φ／１ ２ ． ７ Φ

②

②

②
①

室外機は壁掛（ 溶融亜鉛メ ッ キアングル架台） 　 ※各共通

１ 階空調設備平面図

天井内いんぺい配管

ド レン管Ｖ Ｐ １ ３ Ａ

露出配管

（ 化粧カバー使用）

立下り露出配管

（ 化粧カバー使用）

立下り 露出配管

（ 化粧カバー使用）

②

工期　
建設業の許可　沖縄県知事許可（般－２３）第１０２３９号 自　平成24年11月27日

至　平成25年 2月 8日
施工業者　有限会社　大成エンジニア

住所　うるま市字具志川２６１番地 ＴＥＬ（０９８）９８２－６６４５　　　　ＦＡＸ（０９８）９８２－６６４６

備

考 工事場所
図面名称

工事名称

縮尺

図面番号

Ａ１＝１：５０

Ａ３＝１：１００
Ｍ－０５１階空調設備平面図

具志川野球場建築改修工事

うるま市字大田５１４（具志川運動公園内）

本部席

ホール

医務室

男子更衣室

男子シャワー室

女子更衣室

倉庫Ａ

審判控え室

選手控え室

記録室

事務室

湯沸室

身障者用便所

女子便所

男子便所

倉庫Ｂ

選手控え室

廊下

廊下

UP

UP

3,
00

0

5, 200

5, 200

5, 200

5, 200

5, 200
5, 2

00

5,
20

0

7, 000

1, 750

3, 575

1, 675

7, 000

3, 500

3, 500

7, 000

7, 000

7, 0
00

2, 7
00

3, 0
00

1, 3
00

Ａ Ｃ Ｒ －１

Ａ Ｃ Ｐ －１

Ａ Ｃ Ｐ －２

Ａ Ｃ Ｐ －２

凡　 例

冷媒配管径一覧表

注　 記

Ａ Ｃ Ｐ －１

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｓ ＝１ ： ５ ０




